
。

[図 14-5) 間 14 同和地区にある物件に対する忌避意識 と

間11 部落差別の現状に対する考え

問14 同和地区にある物件に対する忌避意識

.A。物件が同和地区にあったら、避ける ロB物件が同和地区にあっても、条件出合えば、こだわらない

.c.わからない ロDその他

ロ無阻害

A B c D 無回答

ー全体

同和地区の生活環境や就労・教育面の

格差は解消され、同和地区の人々に

対する差別意械は解消されている

問
同和地区の生活環境や就労・教脊簡の

11 格差は解消されたが、同和地区の人々に

部
対する差別意載は解消されていない

落

同和地区の生活環第はおおむね改善されたが、

It労面や教育面などの梅釜や伺和地区の人々

に対する差別意由民などは解消されていない

現

状

21 今なお多くの分野で格差や

差別意織が現存している

す

る

考

え l もともと格差や差別は存在しない

わからない

その他

0% 10% 20% 30包 40% 50略 60% 70% 80% 90包 1000;

問 ll(部落差別の現状に対する考え)との関係では〔図 14-5J、「もともと格差や差別は存在しないJと考えて

いる人では、 rB.物件が同和地区にあっても、条件が合えば、こだわらないJと回答した割合が最も高くなってお

り、 rA.物件が同和地区にあったら、避けるJ、rc.わからないJとの回答は他に比べ低くなっている。

. 
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〔図 14-6) 問 14 悶和地区にある物件に対する忌避意識 と

問 12ベID部落差別に関する見聞きーその時の対応 の関係

間14 同和地区にある物件に対する忌避意識

.A物件が同和地区にあったら、避ける ロB物件が同和地区にあっても、条件が合えば、こだわらない

.cわからない ロDその他

ロ無図書

全体 51.5 = ... t ト U.4 0 
y LJ 

問 差別に気づき、

12 間違っていることを脱明した

③ 

差別に気づき、

間違いを脱明したかったが、

できなかった
差
即j

差別に気づいたが、

どこに対して言えばいいのか

わからなかったため、何もできなかった

る
見

差別に気づいたが、

当人の問題であると思い、

そのままにした

そ

の

その時は差別と意識せず、
41.7 

見過ごした 0.0 

応

その他

。誌 10% 20略 30尚 40% 50% 60弛 70省 80% 90・‘ 100% 

閑 12-③(部落差別に関する見聞きーその時の対応)との関係では〔図 14-6)、fA.差別に気づき、間違って

いることを説明した」人では、 fA.物件が同和地区にあったら、避けるJ(18.8%)と回答した割合が最も低く、 fB.

物件が同和地区にあっても、条件が合えば、こだわらなし、J(58.3%)と回答した割合が最も高くなっている。
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ーーーーーーーーーーーーーー回目ーーーーーーーーーーーーーーー

0. 

問 15(部落差別の解消のために必要な取組み)

あなたは、部落差別を解消するためには、特にどのようなことが必要だと思いますか。

(0は3つ以内)

A.差別意識をなくし人権を大切にする

教育・啓発活動を推進する

B相談体制を充実する

Cそっとしておけば、差別は自然になくなる

D.身元調査お断り運動を推進する

E.差別禁止など差別を解消するために

必要な法律等を整備する

F.えせ同和行為を排除する

G同和地区町人に対する支援を充実する

H部落差別は解消しており、特に必要ない

Iわからない

Jその他

無回答

52.9弛

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー自由国ーーーーー
0 ・部落差別を解消するために必要と思う醐凪 rA.割曙識をなくし人権を大切にする教育・啓発活動雄

進するJ(52.9%)が最も高〈、次いで、rB相談体制を充実するJ(18.8%)、rc.そっとしておけば、差別1;1:自然に

なくなるJ(17.9%)、ro.身元調査お断り運動を推進するJ(17.2%)となっている。 rrわからない』は、 11.2%で

あった。

※前回調査なし
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【性別・年齢との関係】

〔図 15-1] 問阿部落差別の解消のために必要な取組みと 性別の関係

A差別意識をなくし人権を大切にする

教育・啓発活動を推進する

B.相談体制を充実する

C.そっとしておけば、差別は自然になくなる

D.身元調査お断り運動を推進する

E差別禁止など差別を解消するために

必要な法樟等を整備する

F.えせ同和行為を排除する

G.問和地区の人に対する支援を充実する

H.部落差別は解消しており、特I~，必要ない

Iわからない

J.その他

無回答

52.2% 

53.2% 

-男性

ロ女性

性別でみると〔図 15-1)、fS.相談体制充実する」、 fC.そっとしておけば、差別は自然になくなるj、fE.差別

禁止など差別を解消するために必要な法律等を整備するJ、fF.えせ同和行為を排除するJでは、男性の方が

大幅に高くなっている。

fD.身元調査お断り運動を推進するJ、fI.わからない』では、女性の方が大幅に高くなっている。
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の関係年齢部落差別の解消のために必要な取組み と

6日5.'冨

" ... 

関 15【図 15-2)

50-59旗

60-69. 

40....49. 

o.m‘ 
2.m‘ 

G周和地区の人に対する

20.5‘ 
".2'< 

80.-

E差別禁止など盤gJを解消する

ために必要な詰律等を'整備する

16....19畿監「←
21.9喝

20.0‘ 
16.0"‘ 

14.9'‘ 

2.6!掲叶 4.n‘12.6‘ 
2側3.7" 

3.'亀

1.9気

18.~省

14.9'‘ 

20-29. 

鈎-39.区。40-49歳

50-59. 

60-69. 

10-79. 

4.3" 

無回答Jその他

0.0‘ 
IA1‘ 

2凪

M
h
h
一

1.'‘ 
1.0崎

... 
12.6‘ 

も車

'.5笥

16.....19. 

20-29. 

30-39. 

40-4911. 

70....79. 

4.3~‘ 

年齢別でみると〔図 15-2J 、 16~19 歳から 60歳代までは、 5 割以上の人が、 rA 差別意識をなくじ人権を大切

にする教育・啓発活動を推進する」と答えているのに対し、 70歳以上では、 4割にとどまる。

一方、 rcそっとしておけば、差別は自然になくなるJI士、 70歳以上(35.0%)、80歳以上(33.7%)で、他の年

。
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ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー田ーーーーーーーーーー
問 16(男女共同参薗に関する問題)

男女共同参画に関することで、あなたが特に問題があると思うのはどのようなことですか。

(0は3つ以肉)

人結婚・出産などにより女性が

仕事を続けにくb世会環境

B.男女の固定的な役割分担意識(f男は

仕事、女は家庭Jなめを押しつける

C.職場における仕事内容や

昇進・賃金等についての男女の差

D.社会や地域に残るしきたりや慣習

E職場や地域などの方針決定の場

に女性が十分参函できていない

Fドメスティック・パイオレンス

(DV:配偶者や恋人などからの身榊か

精神的・性的な暴力)や性暴力

Gセクシュアノレ・ハラスメント

(セ如、ラ:性的嫌がらせ)

H日常生活の中で女性の

意見が事重されない

I売買春や貞一ド写真など

にみられる性の商品化

』特に問題だと.¥!l.うことはない

K差別落書きやインタ』ネット

上の差別的な表現等

I L結婚が可能な年齢など
法律上の男女の差

I Mわからない

I Nその他

無回答

I 

51.8% 

L_ーー回目ー回目ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
-男女共同参画に関することで問題があると思うことは、 fA結婚・出産などにより女性が仕事を続けにくい祉

会濠境j(51.8%)が最も高〈、次いで、 fB男女の固定的な役割分担意識(男は仕事、女は家庭』など)を押しつ

けるj(25.3%)、fC.験場における仕事内容や昇進・賃金等についての男女の差j(23.6%)となっている。

業前回調査なし
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【性別・年齢との関係】

[図 16-1) 問16 男女共同参画に関する問題と性別の関係

A結婚・出産などにより女性が

仕事を続けにの世会環境

B男女の固定的な役割分担意識(r男は

仕事、女は家庭Jなど)を押しつける

C職場における仕事内容や

昇進・賃金等についての男女の差

D.社会や地域に残るしきたりや慣習

E.職場や地域などの方針決定の場

に女性が十分参画できていない

Fドメステイyク・パイオレンス

(DV:配偶者や恋ムなどからの身僻甘・

精神的・性的な暴力)や性暴力

G.セクシュ7Jレ・ハラスメント

(セクハラ性的嫌がらせ)

H.日常生活の中で女性の

意見が尊重されない

I.売買春やヌード写真など

にみられる性の商品化 7..% 

'7rnflO: 

J特に問題だと思うことはない

K.差別落書きやインターネット

上の差別的な表現等

L結婚が可能な年齢など

法律上回男女の差

Mわからない

Nその他

無回答

51.7% 

51.9% 

-男性

回女性

性別でみると〔図 16-1)、fJ.特に問題だと思うことはない」では、男性の方が大幅に高くなっている。

fH.日常生活の中で女性の意見が尊重されないj、f1.売買春やヌード、写真などにみられる性の商品化Jで

は、女性の方が大幅に高くなっている。
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の関係年齢と男女共同参画に関する問題問 16〔闘 16-2)

16-19歳

20-2ゆ麟

初-39.

40-49歳

50-59蛾

60-6旧館

10-79蔵

。
で
同
一

白
1
b
A
V

一

の
重
一

括
噂
-

1
2
「

霊
場
「

常
見
一

aaa-

H
伽
一

m

女
一
削

4.7‘ 

8.0‘ 
1'" 

5.~‘ 

Gセクシーアルハラスメント

{セクハラ性的練がらせ}

函m

同司 15.1" ! 

12.E‘ 

Fドメスティック・パイ介レンス

(DV配偶者や恋人などからの身体

80織 ~

60-69. 

20.7" 

20.1稲

)7.9省

1，.諸

16.Hi 16-19雌

2泊-29'1

30-39歳

40-49. 

50-59歳

70-79. 

5.4包

L結婚が可館な年鈴など

法律上の男女の盤

l-6.5'鳴

4.1" 

4." 

1.1" 

1..弘

。1.7‘ 
2.5l‘ 
2-" 

κ畠別"'"きや
イhJターネァト上の差別的な表現等

tlH 9.1弘}

l羽 I11.0‘i 

11 3.3施 I

U 5.3‘ I 

f;I 5.1" 

4.2‘ i 

J特に問E瞬間と思うことはなド

口「1

3.8市

3.3'‘ 

5.'覧

5." 

9.... 

I売買事やヌード写真

などにみられる雄の商品化

3.7省

6.0‘ 
5.5‘ 
3.‘ 16-19. 

30-39直接

40-49. 

6.1腎50-59蛾

7.6‘ 
6.4" 

7.S!弘回 怠 ~

無回答

0.0嶋

1.4‘ 
1>弘

.. 省

MUU一

0.7‘ 

礼その他

一
Mわからない

。。‘

1.4'‘ 
2.6" 

2.6‘ 
1.4‘ 
1.4'‘ 
1>‘ 

16-19. 

20-2崎議

30-39. 

40-49. 

50-弱歳

60-69揖

70-79. 

1.1" 

年齢別でみると〔図 16-2J、20歳代(63.0%)、30歳代(60.9%)でrA.結婚・出産などにより女性が仕事を続け

にくい社会環境」が 6苦手lを超えて高くなっている。 rB.男女の固定的な役割分担意識(r男は仕事、女は家庭Jな

ど)を押しつけるJについても同様に、 20歳{"'i;(38.4%)、 30歳代(39.1%)は他の年代よりも高くなっている。
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ーーーーーーーーーーー・・ー・聞ーーーーーーーーー『
閑17(男女共同参画を推進するために必要な取組み) I 

あなたは、男女共同参画を推進するためには、特にどのようなことが必要だと思いますか。 I

(0は3つ以内)

A男女がともに仕事と家庭を両立できるように、

就労環境の整備を企業等に働きかける

B.働く場での男女の格差をなくすように、

均等な就労環境を企業等に働きかける

C.学校において、男女共同参画

に関する教育を推進する

D.男女共同参画の認識を深める

ための啓発・広報を推進する

E.政策や方針の決定過程

への女性の参画を推進する

F.適切な性教育や不妊治療の助成よど、

妊娠・出産等で女性が健劇こ

生きるための支援を推進する

G.性別による差別など男女共同参画を

妨げる問題に関十る相談体制を充実する

H.被害者保護・支援など

ドメスティック・パイオレンス、

性暴力対策を推進する

I.職場内のセクシュアノレ・

ハラスメント対策を推進する

J.現在の施策で十分であり、

特に必要ない

Kわからない

Lその他

無回答

50.3% 

ーーーーーーーーーーー田ーーーーーーーーーーーーーーーーーー』
-男女共同参画の推進のために必要と思う取組l立、rA男女がともに仕事と家庭を両立できるように、就労環

境の整備を企業等に働きかけるJ(50.3%)が最も高〈、次いで、 rs働〈場での男女の格差をなくすように、均等

な就労環境を企業等に働きかけるJ(26.7%)、rc学校において、男女共同参画に闘する教育を推進する』

(26.0%)となっている。

業前回調査なし
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【性別・年齢との関係】

[図 17-1) 悶17 男女共同参画を推進するために必要な取組み と 性別の関係

A.男女がともに仕事と家庭を両立できるように、

就労環境の整備を企業等に働きかける

B.働く場での男女の格差をなくすように、

均等な就労環境を企業等に働きかける

C.学校において、男女共同参画

に関する教育を推進する

D.男女共同参画の認識を深める

ための啓発・広報を推進する

E政策や方針の決定過程

への女性の参画を推進する

F適切な性教育や不妊治療の助蹴ど、

妊娠・出産等で女性が健康に

生きるための支援を推進する

G.性別による差別など男女共同参画を

妨げる問題に関する相談体制を充実する

H被害者保護・支援など

ドメスティック・バイオレンス、

性暴力対策を推進する

I.I職場内のセクシュアル・

ノ、ラスメント対策を推進する

J現在の施策で十分であり、

特に必要ない

Kわからない

Lその他

無回答

性別でみると〔図 17-1J、rB.働く場での男女の格差をなくすように、均等な就労環境を企業等に働きかける」、

rE.政策や方針の決定過程への女性の参画を推進するjでは、男性の方が大幅に高くなっている。〆

rA.男女がともに仕事と家庭を両立できるように、就労環境の整備を企業等に働きかけるJ、rF.適切な性教

育や不妊治療の助成など、妊娠・出産等で女性が健康に生きるための支援を推進するJでは、女性の方が大幅

に高くなっている。
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の関係

D.男女共同砂薗の隠織を

深めるための啓発・広報を強迫する

努毅

品

河

川

8

7

2

 

19.41‘ 

年齢と男女共同参画を推進するために必要な取組み

A男女がともに仕事と家庭を

商立できるように、斌労環境の聾舗を

70-79. 

悶 17〔図 17-2)

16.....19織

20-2~歳

30-39Iil 

I 40.....49Iil 

50-59歳

60-69. 

H.I度害者保護・支1Jt/.tC'ド用ティ yク
バイオレンス、性暴力対策を後進する

悶悶 i
12'魯 i

"血!

7..‘ 
5." 

3.'‘ 

G絡調リこよる差別など
男女共同@酉を妨げる悶掴に

関する相麟体制を充実する

ま~一一一

19.7喝

16-'" 

11.0'iI 

12柿

F適切な性教育や不経治療の助成

など、銀脹出産等で女性が健康に

生きるための支緩を推進する

liI 6." 

禰 21.95i 

19.9包

17.9鳴

143包

80歳 ~

16-19.頗

20-29蟻

30-398 

40-49歳

50......59"-

60-69Jl 

10-79. 

。

Lその他

四

哨

鍋

3

1

2

 

F
h
M
同』

3.1喝

3.1普

，.‘ 

1.6包

1.11 

1.1櫨

J現在の施策で十分であり、

特に必要ない

2.'喝

2.4弘

3.1‘ 
JI 5.1協

佐I5A!掲

2.7軍

2..‘ 

。。‘

13.7‘ 

1職場内のセクシ，アル・

ハラス>'-'ト対策を鎗過する

一
9.3省

，.鳴
7.9喝

1." 

3.3'鳴

曲 歳 ~

16-19. 

20-29歳

':lO-39. 

40-49強

50-59. 

曲 -69.

70-79. 

80歳 ~

無問答

← 

. 

。
。凪16-19" 

2.7‘ 20-29歳

1" 3凶~鈎蛾

1.'‘ 

凹-69織目 2.4'‘
70-79畿闘 5.71

80歳~闘 6.5‘

1.7‘ 
40-49. 

回 -59.

年齢別でみると[図 17-2J、20歳代から50歳代では約6割近くの人が、 rA男女がともに仕事と家庭を阿立で

きるように、就労環境の整備を企業等に働きかけるjと回答しており、 rB.働く場での男女の格差をなくすように、

均等な就労環境を企業等に働きかけるJと回答した割合も同様に他の年代よりも高い。

16~19 歳、 60 歳代以上では、 rc.学校において、男女共同参画に関する教育を推進するJが他の年代よりも
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目ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー-，
問 18(障がいのある人の人権に関する問題)

障がいのある人の人権に関することで、あなたが特に問題があると思うのはどのようなことですか。

(0は3つ以内)

A障がいや障がいのある人

への理解や認識が十分でない

B就労の機会油汚Pない

C.道路や交通機関、建物の段差

などにより、外出・利用するのが不便

D介助者にとって、仕事と介助が

両立できる社会環境になっていない

E.自立や社会参加に向けた教育の

機会が十分に保障されていない

F.職場や学校等で嫌がらせやいじめを受ける

Gじろじろ見られたり、適すられたりする

H.就職・職場で不利な扱いを受ける

I.福祉サービスキ制度が十分でない

J特に問題だと，思うことはない

K.アノミ}トなど賃貸住宅への入居を拒否される

L病院や施設なと守本人の意思に

反した自由の制限などが行われる

Mスポーツ・文化活動や地域活動

への参加に記慮がされていない

N.差別落書きやインターヰソト上の

差別的な表現等の対象となる

0宿泊施設、盾舗等への入底

や施設利用を拒否される

P目わからない

無回答

L_ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
-障がいのある人の人権に関することで問題があると思うことは、 rA.障がいや障がいのある人への理解や認

識が十分でないJ(45.8%)が最も寓〈、次いで、 rB.就労の機会が少ないJ(32.2%)、rc道路や交通機関、建物

の段差などにより、外出・利用するのが不便J(27.3%)となっている。
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【参 考】 ※設問文、選択肢の文言の一部が前回に比べて異なっているため、参考としてご参照ください。

前回調査(H23鳥取県人権意識調査}

問 16 障がい者の人権について現在の状況をどのように考えていますか。 (0はいくつでも)

A.人々の意識はかなり進んてきたが

まだまだ差別や偏見がある

B.障がいや障がい者の生活上の不便さなど

に関する人々の認識が欠けている

C就労の機会が保障されていない

D福祉施策の充実などにより、

人権はだし、たい保障されている

E正しく理解され、人々の意識に

差別や偏見はほとんどない

F.教育の機会が喉障されていない

G.人々の意識に根強い

差別や偏見がある

Hアパートの入居拒否など

地域社会から疎外されている

Iわかもない

Jその他

無回答

障がい者の人権に対する現状認識について、 fA.人々の意識はかなり進んできたがまだまだ差別や偏見があ

る」という回答が54.3%と最も高く、また、 fB.障がいや障がい者の生活上の不便さなどに関する人々の認識が欠

けている」も40.2弛に上る。
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【性別・年齢との隠係】

[図 18-1] 問 18 障がいのある人の人権に関する問題 と 性別の関係

A障がいや障がいのある人

への理解や認識が十分でない

B就労の機会が少ない

C道路や交通機関、建物の段差

などにより、外出・利用するのが不便

D介助者にとって、仕事と介助が

両立できる社会環境になっていない

E自立や社会参加に向けた教育の

機会が十分に保障されていない

F職場や学校等で嫌がらせやいじめを受ける

Gじろじろ見られたり、避けられたりする

H蹴膿・職場で不利な扱u、を受ける

I福祉サービスキ制度が十分でない

J.特に問題だと思うことはない

Kアパートなど賃貸住宅への入居を拒否される

L病院や施設などで本人の意思に

反した自由の制限などが行われる

M.スポ-v.文化活動や地域活動

への参加に配慮がされていない

N差別落書きやインターネット上の

差別的な表現等の対象となる

。宿泊施設、府儲等への入居

や施設利用を拒否される

P.わからない

無回答

性別でみると〔図 18-1)、fB.就労の機会が少ない」、 fH.就職・職場で不利な扱いを受けるJでは、男性の

方が大幅に高くなっている。

fC.道路や交通機関、建物の段差などにより、外出・利用するのが不便」では、女性の方が大幅に高くなって

いる。
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の関係年齢と障がいのある人の人権に関する問題

H.lt_.風渇で不利な盤いを愛?る

繭 Mj

"‘ 
12.1事

10>‘ 

U.$込

122‘ 

.. ‘ 

K
M

一

唯
一
冊
一

人
が
-

本
営
一

で
お
「
!

ど
限
「
ー

な
制
一

段
の
一

也
縄
市
開
一

一
町
国

T
n

川

尻

「

思

烏

苅

1

5

0

釦

r同
m
H
L

0.71 

1.4‘ 
.. ‘ 

κアパートなど賃貸住宅内の

λ磨を銀杏される-321 ! 

問 18E図 18-2)

16-19蟻

20-29. 

30-39. 

40-49. 

50-回線

関 -69.

10-1四織

80・~

" .. ‘ 
18.51 

19.5'‘ 

".“ 
21.9‘ 

20-29. 

30-39. 

40-49禽

50、59"

60-69. 

10-19. 

。

liI U‘ 
4.'笥

2鍋

2.7' 

1.4‘ 
13‘ 

J併に院周だと思うことはない

τ一一丁一一
'"犠

。開

1." 

2.7罰

河 4.'‘
IfI 5.1~‘ 

"懇 '.n

Bゆ愈~

30-39. 

40-49. 

駒-59.

6トMω.. 

70-79. 

P.t>から加、

蜜τrナ
3同 1

1柿 i
ヨ醐 i 
司 7.5‘ i

17.21 ! 

よ2'" 

0宿泊鑑霞.唐舗等へのλ底や

'皇陵利鯛金権苔されみ

0.0'4 ! 

N益.J.奮さやイノターネットJヒの
釜別的な表現等の対象となる

凶"‘図....
0.01 1 

3'‘ 

0.0‘ 
0.7鳴

1.1‘ 
0.0暢

l.O鴎

'.0‘ 

2.11 

1.4‘ 
0.71 

。鍋

Mスポーツ文化活動や地鳩活動，、.".. 
却にi!aがされていない

一《弘崎
80.-

".、".
1.4'‘ 
2飾

0.5罵

20-29. 

30-39. 

4.0-4.9・
50-59. 

C 
2.7魯

1.7‘ 
1.'嶋

60-69. 

70-79. 

80旗~ 1.1‘ 0.0崎3.3‘ 

..回答

弘明16-19鎗

"寸，.. 。開

13‘ 30-39. 

0." 

4.4‘ 
60-闘機目 2.11

70-79畿財 5.11

80・.....IEI 6.1随

40-伺捜

50-59. 

年齢別でみると〔図 18-2J、fA.障がいや障がいのある人への理解や認識が十分でない」が、すべての年代で
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問19(身体障がいのある人の人権が尊重されるために必要な取組み)

あなたは、身体障がい(※)のある人の人権が尊重されるためには、特にどのようなことが必要だと思

いますか。 (0は3つ以肉)

A身体障がb中障がいのある人

への理解と正しい認識を深める

ための教育・啓発を推進する

B就労系事業所の充実など

就労支援や就労機会の確保を図る

c.医療や少、ピリテー‘泊ン・

介護のサービスを充実させる

D.道路や建物などのパリアフリー化

(段差等をなくすなど)を推進する

E.県民一人ひとりが必要に

応じて積極的に手助けをする

F.身体障がいのある幼児・児童・生徒に

対するきめ細やかな教育を充実する

G.身体障がいのある人の

ための相談体制を充実する

H.身体障がいのある人と

ない人との交流を促進する

I手話など白コミュニケーション

支援を充実する

Jスポーツ・文化活動など、

余暇活動への参加に配慮する

K現在の施策で十分であり、

特に必要ない

L.V方、らない

Mその他

無回答

ーーーーーーーー四ーーーーーーーーーーーーーーーーー『ーーー ー

-身体障がい者の人権が尊重されるために必要と思う取組は、 rA身体障がいや障がいのある人への理解と

正しい認識を深めるための教育・瞥発を推進するJ(46.7%)が最も高〈、次いで、 rB.就労系事業所の充実など

就労支援や就労機会の確保を図るJ(32.0%)、『医療やリハビリテーション・介護のサービスを充実させる』

(27.5%)となっている。
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【参 考】 ※設問文、選択股の文言の一部が前回に比べて異なっているため、参考としてご参照ください。

前回調査(H23鳥取県人権意識調査}

間 17 身体障がい者の人権を尊重するためには行政の施策としてどのようなことが重要だと思いますか。あなたの考え

に近いものをお答えください。 (01ま3つ以内)

A共同作業所の充実や就職できる

職種の増加について企業を指導
するなど就労機会を確保する

B.医療やリハビリテーション・

介護の体制を充実させる

C道路の段差や建物の階段などの

パリア(障壁)を取り除く

D.給与や年金などの

所得保障を充実させる

E障がい者に対する正しい認識を

広げる啓発活動を充実させる

F障がい児のための教育の

内容や機会を充実させる

G病院・施設での障がU滑に対する

対応や、医療関係者・施設職員の
人権意識を高めるための教育・研修を行う

H相談体制を充実させる

I.スポーツや文化活動など、

余暇活動への参加に配慮する

j.現在の福祉施策は十分であり、

新たに取り組む必要はない

K.わからない

しその他

無回答

.7% 

身体障がい者の人権が尊重されるために行政の施策として重要と思うことは、 rA共同作業所の充実や就職できる職種の増加

について企業を指導するなど就労機会を確保するj(47.7紛、 rB医療やリハビリテーション、介護の体制を充実させるJ(39.4%)、ro.

道路の段差や建物の階段などのバリア(障壁)を取り除くJ(34.9紛の順に高くなっている。
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【性別・年齢との関係】

[図 19-1) 問 19 身体障がいのある人の人権が尊重されるために必要な取組み と 性別 の関係

A.身体障がU中障がいのある人

への理解と正しい認識を深める

ための教育・啓発を推進する

B就労系事業所の充実など

就労支援や就労機会の確保を図る

c.医療やリハピリテーション・

介護のサービスを充実させる

D道路や建物などのバリアフリー化

(段差等をなくすなど)を推進する

E.県民一人ひとりが必要に

応じて積極的に手助けをする

F.身体障がいのある幼児・児童・生徒に

対するきめ細やかな教育を充実する

G身体障がいのある人の

ための相談体制を充実する

H.身体障がいのある人と

ない人との交流を促進する

I手話などのコミュニケ一泊ン

支援を充実する

Jスポーツ・文化活動など、

余暇活動への語参加に配慮する

K.現在の施策で十分であり、

特に必要ない

L.わからない

Mその他

無回答

51.9% 

-男性

ロ女性

性別でみると[図 19-1)、rA.身体障がいや障がいのある人への理解と正しい認識を深めるための教育・啓発

を推進するJでは、男性の方が大幅に高くなっている。

rc.医療やリハビリテーション・介護のサービスを充実させるJ、rE.県民一人ひとりが必要に応じて積極的に

手助けをする」では、女性の方が大幅に高くなっている。
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の関係年齢と身体障がいのある人の人権が尊重されるために必要な取組み
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年齢別でみると[図 19-2J、すべての年代において、 fA.身体障がいや障がいのある人への理解と正しい認識

を深めるための教育・啓発を推進する」が最も高い。
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ーーーーーーーーーー司ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
間 20(知的障がいのある人の人権が尊重されるために必要な取組み)

あなたは、知的障がい(※)のある人の人権が尊重されるためには、特にどのようなことが必要だと思

いますか。 (0は3つ以内)

A知的障がいや障がいのある人

への理解と正L-，、認識を深める

ための教育・啓発を推進する

B.就労系事業所の充実など

就労支援や就労機会の確保を図る

C知的障がいのある幼児・児童・生徒

に対するきめ細やかな教育を充実する

D.知的障がいのある人の

ための相談体制を充実する

E.医療や日ハピリテーシヨン・

介護のサービスを充実させる

F.県民一人ひとりが必要に

応じて積極的に手助けをする

G知的障がいのある人と

ない人との交流を促進する

H財産や金銭を守るため、

成年後見制度等の利用を促進する

1.わかりやすb、案内表示などパリアフローな

生活環境の改善・整備を進める

J，スポーツ・文化活動など、

余暇活動への参加に配慮する

K現在の施策で十分であり、

特に必要ない

Lわからない

M.その他

無回答

53.6% 

E知的障がい者の人権が尊重されるために必要と思う取組I主、 rA知的障がいや障がいのある人への理解と

iEl，い認識を深めるための教育・啓発を推進するJ(53.6%)が最も高〈、次いで、 rB.就労系事業所の充実など

就労支援や就労機会の確保を闘るJ(31.8%)、rc.知的障がいのある幼児・児童・生徒に対するきめ細やかな

教育を充実するJ(26.3%)となっている。
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【参 考】 ※設問文、選択肢の文言の一部が前回に比べて異なっているため、参考としてご参照ください。

前回調査(H23鳥取県人権意識調査)

問 18 知的障がい者の人権を尊重するためには行政の施策としてどのようなことは重要だと思いますか。あなたの考え

に近いものをお答えください。 (01ま3つ以内)

A共同作業所の充実や就職できる

職種の増加について企業を指導
するなど就労機会を確保する

B医療やりハピHテ}ション・
介護の体制を充実させる

C障がい児のための教育の

内容や機会を充実させる

D障がし、者に対する正しい認識を

広げる啓発活動を充実させる

E給与や年金などの

所得保障を充実させる

F分かりやすい案内表示などパロ77Y-

な生活環境の改善・整備を進める

G.相談体制を充実させる

H病院・施設での障がb記者に対する

対応や、医療関縁者・施設職員の
人権意識を高めるための教育・研修を行う

Iスポーツや文化活動など、

余暇活動への参加に配慮する

J現在の福祉施策は十分であり、

新たに取り組む必要はない

Kわからない

Lその他

無回答

知的障がい者の人権が尊重されるために行政の施策として重要と思うことは、rA共同作業所の充実や就職できる職種の増加

について企業を指導するなど就労機会を確保するJ(54.8百)が最も高い。

次いで、 rs.医療やリハビリ子ーション・介護の体制を充実させるJ(30.9%)、rc障がい児のための教育の肉容や機会を充実さ

せるJ(26.2%)、ro障がい者に対するEしい認識を広げる啓発活動を充実させるJ(25.7%)となっている。
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【性別・年齢との関係】

〔図20-1) 聞20 知的障がいのある人の人権が尊重されるために必要な取組み と 性別 の関係

A.知的障がいや障がいのある人

への理解と正しい認識を深める

ための教育・啓発を推進する

B.就労系事業所の充実など

就労支援や就労機会の確保を図る

C.知的障がu、のある幼児・児童・生徒

に対するきめ細やカ唯教育を充実する

D.知的障がいのある人の

ための相談体制を充実する

E医療やリハピリテーション・

介護のサービスを充実させる

F.県民一人ひとりが必要に

応じて積極的に手助けをする

G.知的障がいのある人と

ない人との交流を促進する

H財産や金銭を守るため、

成年後見制度等の利用を促進する

1.わかりやすい案内表示などパリアフリーな

生活環境の改善・整備を進める

Jスポーツ・文化活動など、

余暇活動への参加に配慮する

K現在の施策で十分であり、

特に必要ない

しわからない

M.その他

無回答

圃男性

隠女性

性別でみると〔図 20-1J、fA.知的障がいや障がいのある人への理解と正しい認識を深めるための教育・啓

発を推進する」、 fB.就労系事業所の充実など就労支援や就労機会の確保を図るJでは、男性の方が大幅に

高くなっている。

fC.知的障がいのある幼児・児嚢・生徒に対するきめ細やかな教育を充実するJでは、女性の方が大幅に高

くなっている。
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〔図20-2) 問20 知的障がいのある人の人権が尊重されるために必要な取組み と 年齢の関係

A知的障がいや障がいのある人向の

理解と正しい隠臓を深めるための

教育ー啓発を推進する

16.....19.歳

20-29歳

30-39旗

40-49. 

50-59. 

60-日 鎗

70-79* 

801隣町

E.医療や"、ピpテーシ目ン・

介護のサービスを充実させる

← 
16-19旗

B就労系事業所の充実など
車足労支援や.労繍会の確保を留る

F県民一人ひとりが必要に応して

積極的こ手助"をする

C知的障がいのある幼児・児童生徒

に対するきめ細やかな敏育を充実する

19A¥ι 

務習幻.3"1

務I27~ 

!2J 3":-2¥ 

29.:!i 

19.7‘l 

G 知的障がいのある人と

ない人との交流を促進する

19.4‘1 

D知的障がいのある人のための

相S礎体制を究実する

20-29歳o ::~:噛 2刈鍋i

15.1‘ 

18.5¥ 

。

40.....49蔵

50-59蟻

60-698 

70-79歳

80繊 ~

I わかりやすい案内表示など

パ!l77!Jーな生活環境の

改善・整備を進める

16-1911 

20-29&1 

30-39. 

40-錦織

50-59. 

60-69蟻

70-7911 

80.-

Mそ句他

16-19旗 0.0崎

20-29歳 ~I 4.1‘ 
30-39M!. 0.7弛

40-49・0.5'‘ 
50-四歳 0.3‘ 
60-69歳 1.0¥， 

70-79. 1.3省

80歳 ~ 1.1" 

JCスポーツ文化活動など、
余隈活動への怠加に配慮する

6.5'冒

5.5'‘ 
3.3‘ 
5.3'‘ 

?I 5.2% 

3.m‘ 
5.4'‘ 

無回答

o.~‘ 

0." 

0."陥

0.5.‘ 
3.7略

1.4'弛

1;1 5.7‘ 
器 7.&‘

12.1" 

13.31‘ 

比現在の施策で十分であり、

特に必要ない L.わからない

0..弘 阿 川
0..‘ 
0..‘ 
1.1‘ 
0.3‘ 
。"‘
0.6" 

2.21‘ 隣接援I17.4'‘ 

年齢別でみると[図20-2)、すべての年代において、 rA.知的障がいや障がいのある人への理解と正しい認識

を深めるための教育・啓発を推進するJが最も高くなってしも。
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ーーーーーー ー ー ー ー ー ー ー ーーーーーー回目ーーーーー回目ーーー

問21(精神障がいのある人の人権が尊重されるために必要な取組み)

あなたは、精神障がい(※)のある人の人権が尊重されるためには、特にどのようなことが必要だと思

いますか。 (0は3つ以内)

A精神障がいや憶がいのある人

への理解と正しい認織を深める

ための教育・啓発を推漣する

B精神障がいのある人の

ための相談体制を充実する

C.医療やリハピHテ-~ン・
介護のサービスを充実させる

D就労系事業所の充実など

就労支援や就労機会の権保宕図る

E.精神科を受診することへの偏見を

なくすための啓発・広報を推進する

F精神障がいのある幼児・児童・生徒

に対するきめ細やかな教育を充実する

G県民一人ひとりが必要に

応じて積極的に手助けをする

日精神障がいのある人と

ない人との交流を促進する

1.財産や金銭を守るため、

成年後見制度等の利用を促進する

Jスポーツ・文化活動など、

余暇活動への参加に毘慮する

K現在の施策で十分であり、

特に必要ない

Lわからない

M.その他

無回答

5 1.6~ 

ーーーーー 四 ー ー ー ー 白 ー ー目ーーーーーーーーーーーーーーーー

-精神障がい者の人権が尊重されるために必要と思う取組l主、 rA精神障がいや障がいのある人への理解と

正しい認識を深めるための教育・啓発を推進するJ(51.6%)が最も高〈、次いで、 rs.精神障がいのある人のた

めの相談体制を充実するJ(31.0%)、rc.医療やリハビリテーション・介護のサービスを充実させるJ(28.0%)と

なっている。
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【参 考】 ※設問文、選択肢の文言の一部が前回に比べて異なっているため、参考としてご参照ください。

鳥取県人権意識調査)前回調査(H23

問 19 精神障がい者の人権を尊重するためには行政の施策としてどのようなことは重要だと思いますか。あなたの考え

に近いものをお答えくださいロ (0は3つ以内)

A医療や日ハピリテ』ション・

介護の体制を充実させる

B共同作業所の充実や就職できる

職種の増加について企業を指導

するなど就労機会を確保する

c.障がい者に対する正しい認識

を広げる啓発活動を充実させる

D相談体制を充実させる

E病院・施設での障がし記者に対する

対応や、医療関係者・施設職員

の人権意識を高めるための教育・研修を行う

F給与や年金などの

所得保障を充実させる

G障がい児のための教育の

内容や機会を充実させる

Hスポーツや文化活動など、

余暇活動への参加に阻慮する

l現在の福祉施策は十分であり、

新たに取り組む阜、要はない

Jわからない

Kその他

無回答

精神障がい者の人権が尊重されるために行政の施策として重要と思うことは、 rA医療やリハピリ子ーション・介護の体制を充

実させるJ(46.3紛が最も高い。次いで「日目共同作業所の充実や就職できる職種の増加について企業を指導するなど就労機会を確

保するJ(34.3%)、rc.障がい者に対するEしい認識を広げる啓発活動を充実させるJ(28.9%)、ro.相談体制を充実させる」

(28.5軸}となっている。
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【性別・年齢との関係】

E国 21-1) 問21 精神障がいのある人の人権が尊重されるために必要な取組み と 性別 の関係

A精神障山中障がいのある人

への理解と正しい認識を深める

ための教育・啓発を推進する

B.精神障がいのある人の

ための相談体制を充実する

C医療やジハピリテ一泊ン・

介護のサービスを充実させる

D就労系事業所の充実など

就労支援や就労機会の確保を図る

E精神科を受診することへの偏見を

なくすための啓発・広報を推進する

F精神障がいのある幼児・児童・生徒

に対するきめ細やかな教育を充実する

G県民一人ひとりが必要に

応じて積極的に手助けをする

H精神障がいのある人と

ない人との交流を促進する

l財産や金銭を守るため、

成年後見制度等の利用を促進する

J.スポ-v・文化活動など、

余暇活動への参加に記慮する

K現在の施策で十分であり、

特に必要ない

Lわからない

M.その他

無回答

-男性

回女性

性別でみると〔図 21-1)、 fD.就労系事業所の充実など就労支援や就労機会の確保を図る」、 fH.精神障が

いのある人とない人との交流を促進する」では、男性の方が大幅に高くなっている。

fE.精神科を受診することへの偏見をなくすための啓発・広報を推進するJ、fG.県民一人ひとりが必要に応

じて積極的に手助けをする」では、女性の方が大幅に高くなっている。
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の関係

D.it労系事業所泊先渓など

就労支緩やit労機会岬確保を図る

団 12繍 i
図 16.4¥i 
隠毅121."; 

22.6弘1

25刷

16.1附 i

年齢と精神障がいのある人の人権が尊重されるために必要な取組み

B精神隊がいのある人のための

相敵体制を充実する

人精神障がい明怖がいのある人への

理解と正しい蕗蛾を深めるための

綾育啓発を推進する

間 21[困 21-2)

5泊-5!1.
60-ぬ旗

70-79鰻

3同....39.

40......49. 

H精神障がいのある人と

ない人との交流を促進する

γ一一一

爾 四 j

9.1覧

11.m‘ 

11.5'‘ 

11.1'‘ 

10.8冒

G県民ー人ひとりが必要に応して

積極的に手助けをする

21.7¥ [ 
2 

19繍 i

ωa降~

E精神科を受診するニとへの偏見合

な〈すための啓発・広報を推進する

一一-r-ーーー一ー寸
22.6包;

60....6悶援

70.....798. 

16....19. 

20.....29. 

30-イ"歳

40-49歳

日~鈎歳

。
10.9包

Lわから加、-19.4'‘ i 

K現在の..策で十分であり

特に必要ない
「

1.1‘ 

O.ffi‘ 
1.1笥

0.1鳴

0.0私

0." 

O.ffi‘ 
0.0省

3.l'!li 

3j‘ 
2j濁

す
一

、
進
一

抽
出
一

同
船
一

=

j
一

R
の
「
z
a
i
-
-
t

剖
押
一

や

E
-

E
制
一品一間

成
百
H4

14.6'晶

'.4事

'" 

80歳 ~

40-.4911 

50-59. 

60-69. 

16-19. 

20-29a1 

30-羽織

ft包容

0.0省

1.3‘ 
0.0‘ 

判 4.4鳴

11 2.4梶

H 5.1省

側 43‘

C 

0.0‘ 16.....19縁日 3."

20-29，雌闘 5.5喝

30....39. I 2.0鴨

0." 

60-69. I 0.3弘

70-79歳計 3且

'0歳.....11.1弛

。側
40-49. 

50-59歳

年齢別でみると〔図 21-2J、fA.精神障がいや障がいのある人への理解と正しい認識を深めるための教育・啓

.発を推進する」がすべての年代で最も高い。

fD.就労系事業所の充実など就労支援や就労機会の確保を図るJは、 30歳代(30.6%)が高く、 fE.精神科を

受診することへの偏見をなくすための啓発・広報を推進するJでは、 20歳代(38.4%)が高くなっている。
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問22(発達障がいのある人の人権が尊重されるために必要な取組み) I 

あなたは、発達障がい(※)のあ山人権が尊重別ために日にどの刷こ川駅と思 l
いますか。 (0は3つ以内)

A発達障がいや障がいのある人

への理解と正しい認識を深める

ための教育・啓発を推進する

B発達障がいのある幼児・児童・生徒

に対するきめ細やかな教育を充実する

c.発達障がいのある人の

ための相談体制を充実する

D.医療やリハピFテーション・

介護のサ]ピスを充実させる

E家族を支えるために、家族に対して、

発達障がいに関する情報提供を行う

F目就労系事業所の充実など

就労支援や就労機会の確保を図る

G.地域や学校、企業等からの

相談に対応できる体制を整備する

H.発達障がいのある人と

ない人との交流を促進する

Iわかりやすい案内表示などパリアフリ}な

生活環境の改善・整備を進める

J財産や金銭を守るため、

成年後見制度等の利用を促進する

Kスポーツ・文化活動など、

余暇活動への参加に阻慮する

L現在の施策で十分であり、

特に必要ない

Mわからない

Nその他

無回答

ーーーーーーーーーーーー四回目ーーーーーーーーー四ーーーーーー
回発達障がい者の人権が尊重されるために必要と思う取組l立、 rA発達障がいや障がいのある人への理解と

正しい認識を深めるための教育・啓発を推進するJ(56.2%)が最も高〈、次いで、 rB.発達障がいのある幼児・

児童・生徒に対するきめ細やかな教育を充実するJ(28.7%)、rc.発達障がいのある人のための相談体制を充

実するJ(27.3%)となっている。
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※前回調査なし

【性別・年齢との関係】

[図 22-1) 問22 発達障がいのある人の人権が尊重されるために必要な取組み と 性別の関係

A発達障がU中障がいのある人
への理解と正しい認識を深める
ための教育・啓発を推進する

B.発達障がいのある幼児・児童・生徒
に対するきめ細やかな教育を充実する

C発達障がいのある人の
ための相談体制を充実する

D.医療やリハビリテーション・

介護のサービスを充実させる

E.家族を支えるために、家族に対して、
発達障がいに関する情報提供を行う

F就労系事業所の充実など
就労支援や就労機会の確保を図る

G地域や学校、企業等からの -男性
相談に対応できる体制を整備する 固女性

H発達障がいのある人と

ない人との交流を促進する

I.わかりやすい案内表示などパリアフリーな
生活環境の改善・整備を進める

J.財産や金銭を守るため、
成年後見制度等の利用を促進する

Kスポーツ・文化活動など、
余暇活動への参加に配慮する

L現在の施策で十分であり、
特に必要ない

Mわからない

Nーその他

無回答

性別でみると〔図 22-1)、 rD 医療やリハビリテーシヨン・介護のサービスを充実させる」、 rF就労系事業所の充実など就労

支援や就労機会の確保を図る』では、男性の方が大幅に高くなっている。

rB.発達障がいのある幼児・鬼童・生徒に対するきめ細やかな教育を充実する」、 rE家族を支えるために、家族に対して、発

達障がいに関する情報提供を行う」では、女性の方が大幅に高くなっている。
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の関係年齢と発達障がいのある人の人権が尊重されるために必要な取組み問22[図 22-2)

2泡.....29.

40-49. 

初-39歳

50-59. 

60-69'" 

70-19歳

。
Hヲ革連隊がいのある人と

ない人との交流を促進する

一-7一一一

13鴇 i

12.9'‘ 

12'‘ 

11.1弘

11.1‘ 

，.魯

7崎

G地緩や学校企業等からの

格般に対応できる体制を襲備する

13.7‘ 

12.9% 

12.3'鳴

lL9l‘ 

1I.6!掲

9.m‘ 
9.6~‘ 

8咽歳~

巳家族を支えるために掌銭に対して.

3電逮隊がいに関する情線提供を行う

24.5省。

"凪:

70-79歳際爾 17品 i

16-19歳 w

20-29. 

40-49. 

50-59旗

60-69線

30-39歳

L現在の纏策で十分であり、

併に必翼ない

一

10.9'略

3且

0.誌

o.m‘ 
0.7¥ 。"‘ 
1.1‘ 

O.~‘ 

0.7‘ 

κょえポーツ・文化活動など、

余暇活動へのiI<:加に配慮する

「

9.8‘ 

6.'‘ 
5.5‘ 
1.3'弛

2.6‘ 
，.1‘ 

4." 

;:1 5.1% 

ド;15.4'‘ 

JJI!麗や金銭を守るため、

成年後見制度等の~JI習を促進する

il!1 9.7鳴

前 6.8‘
'21 6.6'賞

52‘ 

32‘ 
，.，包

"‘ 

出
の

am
醐
師
一

矧
活
道
一

骨
地
世
十

れ

H
劃
-

や
列
'
日

制
げ
即
-

b
パ

80.-I撚112慣

一日間
30-39揖総I8凪

'.7‘ 
2.7!‘ 

40-49i1: 

50-59. 

5凪

市 7.6~‘ 

70-79.七I5.7省

60-69. 

80雌~

無回答

T 。。‘

Nその他-
1 

Mわか'"品、

一12.9'1‘ 16-19. 1%1 

。蜘

2.'笥

u覧1.6'‘ 

20-29. 

40-49iJ: 

2ι7‘ 0.7事

60-69. L~l 8.'鈍

川ドド一

0.7" 

l.3'鳴70-7!UI 

年齢別でみると〔図 22-2)、すべての年代において、 rA.発達障がいや障がいのある人への理解と正しい認

識を深めるための教育・啓発を推進する」が最も高くなっている。
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ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー--，
問 23(子どもの人権に関する問題)

子どもの人権に関することで、あなたが特に問題があると思うのはどのようなことですか。

(0は3つ以内)

A.子ども同士での、暴力や仲間

はずし、無視などのいじめ

B.いじめに気づいても、

見て見ぬふりをしてしまうこと

C.インターネットや無料通話アプリ

等を利用した嫌がらせやいじめ

D.保護者による育児放棄や暴力などの虐待

E.大人が自分の意見を子どもに

強制し、子どもの意見を尊重しない

F暴力や性などに関する有害な情報の氾濫

G学校や部活等における、

教師や指導者による体罰等

H.児童買春や児童ポノレノ等

1.子どもという理由で、大人が

子どものプライパシーを尊重しない

J.特に問題だと思うことはない

Kわからない

Lその他

無回答

-・・・・・・・・・・圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃園田幽圃・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・回・・・圃圃同園・圃-.. 

園子どもの人権に関することで問題があると思うことは、 rA.子ども同士での、暴力や仲間はずし、無視などの

いじめJ(63.396)が最も高〈、次いで、 rB.いじめに気づいても、見て見ぬふりをしてしまうことJ(49.596)となって

いる。

話器前回調査なし
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【性別・年齢との関係】

〔図 23-1) 悶23 子どもの人権に関する問題と性別の関係

A子ども同士で町、暴力や仲間

はずし、無視などのいじめ

且いじめに気づいても、

見て見ぬふりをしてしまうこと

Cインターヰットキ無料通話アプリ

等を利用した嫌がらせやいじめ

D保護者による育児放棄や暴力などの虐待

E大人が自分の意見を子どもに

強制し、子どもの意見を尊重しない

F暴力や性などに関する有害な情報の氾濫

G.学校や部活等における、

教師や指導者による体罰等

H児童買春や児童ポルノ等

I子どもという理由で、大人が

子I:tのプライパシーを尊重しない

J.特に問題だと.¥li.うことはない

Kわからない

しその他

無回答

63.5% 

63.2% 

性別でみると[図 23-1)、fB.いじめに気づいても、見て見ぬふりをしてしまうこと」では、男性の方が大幅に

高くなっている。

fD.保護者による育児放棄や暴力などの虐待J、fF.暴力や性などに関する有害な情報の氾濫jでは、女

性の方が大幅に高くなっている。
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E図23-2) 閑 23 子どもの人権に関する問題

A子ども同士での暴力や仲間はずし.

無観などのいじめ

16-19歳

20-29織

30-39愈

40-49歳

50-四議

60-698. 

70-79. 

80.-

E.*人が自分の意見を子どもに強制し

子どもの意見を書尊重し相、

16-19怠 19.4'掲

20-29. 21.9諸

30-39. 

40-49歳

50-田鰻

60-69雌

70-79厳

曲蟻~

L子どもという理由で、大人が

子どものプライバシーを線量しYA、

20-29. fl!tl 8.2' 

30-39. 

40-4911: 

50-59. 

70-79愈 5.1~‘ 

田植民~ 8.7" 

16-19厳 0..略

20-298 。側

30-39歳 1.3'‘ 
4Q-錦織 1.1略

50-59. I.m‘ 
60-69畿日 2.4'省

70-79高健闘 ..施

田直量~臨I8.7" 

無回答

一

Bいじめに気づいても.

見て見ぬふりをしてし事うこと

FJ島3りや錐などに関する
有害な情報の氾渥

「一一

11.6弘

10.5省

12"略

10.2'‘ 

Jmに問題だと思うこ卸剖tい

。。‘

0.0'弛

0.7事

0.5:" 

0.7" 

0.3‘ 
。"‘
0.00‘ 

と 年齢 の関係

C.1ンターネタトや無料通路アプリ等を

利用した燥がらせやいじめ

G学後や部活簿における

歓師や指導者による体罰等

ず五了一「一一一

9.6!‘ 
4.6'弘

71 7.9¥ 

11.9% 

10.8鴇

12.0崎

Kわから3品、

12.9% 

1.，‘ 

2.'" 

2.m‘ 
4.4'‘ 
5.9包

83‘ 
10.9‘ 

D係省者による育児放棄や

暴力などの虐待

一19.4‘l 

H児ま買春や児童ポルノ簿

一
E 

32省

I1 4.1‘ 
E 

9.9l‘ 
8.4'‘ 

8.2'昆

7.6弘

6.5!‘ 

Lその他

o.m‘ 
0.'" 

0.7'‘ 
O.~‘ 

1..‘ 
1.7‘ 
2.5弘

0.'" 

年齢別でみると[図 23-2J、すべての年代において、 5割以上の人がfA子ども同士での、暴力や仲間はず

し、無視などのいじめ」と回答している。

16~19歳では、 fC.インターネットや無料通話アプリ等を利用した嫌がらせやいじめJ (54.8%)が最も高くな

っている。
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ー四ーー田ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー園、
間24(子どもの人権が尊重されるために必要な取組み)

あなたは、子どもの人権が尊重されるためには、特にどのようなことが必要だと思いますか。

(0は3つ以肉)

A差別やいじめを許さない

子どもを育成する教育を行う

B保護者が利用できる

相酸・支援体制を充実する

C.教職員の人権意識や

指導力を向上させる

D子どもの人権を尊重するための

教育・啓発を推進する

E子どものための相談体制を充実する

F子育てを社会全体て仔うための

家庭・学校・地域の結びつきを強化する

G児童虐待を防止・早期発見

するための施策を充実する

Hインターネット等による被害を防ぐため、

子どもや保護者に対する

情報モラル教育を推進する

I.経済的理由による教育格差を

解消するための施策を充実する

J青少年の健全な育成のため

有害な情報の規制を強化する

K子どもの人権は+分に

守られており、特に必要ない

Lわからない

M.その他

無回答

33.7% 

.. -園開・圃圃園田園開圃圃圃圃・・・・・・・・・・・・・・・・・圃園周・・・・・・圃圃圃圃圃圃・・・・-----

-子どもの人権が尊重されるために必要と思う取組は、 rA差別やいじめを許さない子どもを育成する教育を

行うJ(33.7%)が最も高〈、次いで、 rB.保護者が利用できる相談・支援体制を充実するJ(30.0%)、rc教職員

の人権意識や指導力を向上させるJ(30.0%)となっている。
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【参 考】 ※設問文、選択肢の文言の一部が前回に比べて異なっているため、参考としてご参照ください。

前回調査(H23鳥取県人権意識調査}

問 20 子どもの人権を守るためにどのようなことが必要だと思いますか。次の中からあなたの考えに近いものをお答えく

ださい。 (0は3つ以内)

A児童虐待を防止する

ための施策の充実
50.1% 

B子ども同士がお互いの人権を

尊重しあえるよう教育すること
i 49.7唱

C相談体制の充実

D教職員の人権意識

や資質の向上

E家族の中でお互いの

人権を尊重すること

F.差別やいじめに負けない。 強い子どもを作る教育

G.子どもに独立した人格がある

ことを大人に教育すること

H児童貿売春・児童ポルノ等

の取り締まりの強化

I子どもの人権を守るための

広報・啓発活動の推進

J.子どもの人権は十分に守られて

おり、特別な施策は必要ない

Kわからない

しその他

無回答

子どもの人権を守るために必要なこととして、 rA児童虐待を防止するための施震の充実J(50.1紛、『同B.子ども同士がお互いの

O 人胤権を持尊重乱しあ抗える砧よう弛教育耐するιことむJ(ω4伺削仰9幻問7刊胃紛州)

次いで、 rO.相談体制の充実J(39.4首)、 rO.教職員の人権意識や資質の向上J(27.1紛などが高〈なっている。
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【性別・年齢との関係】

〔図 24-1) 開24 子どもの人権が尊重されるために必要な取組みと 性別の関係

性別でみると〔図 24-1J、rc.教職員の人権意識や指導力を向上させる」、 rD.子どもの人権を尊重するため

の教育・啓発を推進する」では、男性の方が大幅に高くなっている。

rF.子育てを社会全体で行うための家庭・学校・地域の結びつきを強化するJ、rJ青少年の健全な育成のた

め有害な情報の規制を強化するJでは、女性の方が大幅に高くなっている。F
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[図24-2) 閑24 子どもの人権が尊重されるために必要な取組みと 年齢の関係

A差別やいじめを許さない子どもを

育成する殺膏を行う

1日曜藤泰す--，-ー

20....29Mt 

30......39載

40-49歳

50-59蟻

60-69. 

70-79歳

80.-

E子どものための箱援体制を光突する

，.&曹的理由による教育格差を

解消するための施策を充実する

20-29. 13.7-' 

40-49" 10.mi 

50-59厳

60-因縁

70-19象

曲歳 ~。 Mその他

16-19旗

20-29. 

30-39歳 3.3'強

40-49. 1.'" 

50-59" 1.0崎

60-698 '.8‘ 
70-79怠 "包

田議 ~ ''''' 

B，~護者が利用できる
将殿・支援体簡を充実する

F子育てを社会全体で行うための

家庭・学校・地調車の

J青少年の健全な育成のため

宥害な情報の娘細を強化する

， .. ‘ 

無回答

O.~‘ 

'.4包

。。‘
1.1l‘ 
0.7鳴

， .. 

I;; 

C敏...の人繕怠織や

指導力を向上させる

K子どもの人権は十分に

守られており、特に必贋ない

0.0鳴

0.0略

u‘ 
。時

。。‘

0"‘ 
0..‘ 
0 .• ‘ 

めた
1
3
-

相
同
一

時
制
一

地
腕
一
↑

mi

出一軒
子

しわからお引い-'.7‘i 

.. 喝

6.4" 
8.7" 

年齢別にみると〔図 24-2J、各年代で最も高かったのは、 20歳代から50歳代では、 rA.差別やいじめを許さな

い子どもを育成する教育を行うJo16~19 歳では、 rH.インターネット等による被害を防ぐため、子どもや保護者

に対する情報モラル教育を推進するJo60歳代では、 rB.保護者が利用できる棺談・支援体制を充実するJo70 

歳代、 80歳以上では、 rC.教職員の人権意識や指導力を向上させるJ。

またrG.児童虐待を防止・早甥発見するための施策を充実するJにおいては、 20歳代(35.6%)、30歳代

(29.8%)の割合が高くなっているo
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ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー由ーーーーーーーー
閑25(高齢者の人権に関する問題)

高齢者の人権に関することで、あなたが特に問題があると思うのはどのようなことですか。

(0は3つ以肉)

A.年金などの収入が十分でなく、

経済的に自立が困難である

B.公共交通機関の運行が

少なく、外出しづらい

C家族や地域と疎遠になりがちで

孤臓な生活を送っている

D介助者にとって、仕事と介助を

両立できる社会環境になっていない

E.道路や交通機関、建物の段差などにより、

外出・利用するのが不便である

F.福祉サービスや制度が十分でない

G悪徳商法や振込詐欺の被害を受けやすい

H邪魔渚扱いされたり、意見や

行動が無視されたりする

I認知症高齢者に対する

誤った認識や偏見がある

J 就労の機会が少ない

K家庭や施設などで本人の意思に反した

自由の制限や虐待など泊可子われる

Lスポーツキ文化的活動などの

余暇活動などの揚が少ない

M.高齢者の虐待に関する

相談・支援体制が十分でない

N特に問題だと恩うことはない

0アパートなど賃貸住宅

への入居を拒否される

P目差別落書きやインターネット上町

差別的な表現等の対象となる

Q.わからない

R.その他

無回答

ーー由ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー同ー四ー
園高齢者の人権に関することで問題があると思うことは、 rA.年金などの収入が十分でなく、経済的に自立が

図難であるJ(37.6%)が最も高〈、次いで、 rB.公共交通機関の運行が少なく、外出しづらいJ(28.7%)、rc家

族や地域と疎遠になりがちで孤独な生活を送っているJ(28.6%)となっている。
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【参 考】 ※設問文、選択肢の文言の 部が前回に比べて異なっているため、参考としてご参照ください。

前回調査(H23鳥取県人権意識調査)

筒 22 高齢者が暮らしていくうえで、特に支障となったり、問題があると感じられるのはどのようなことだと思いますか。

次の中からあなたの考えに近いものをお答え〈ださい。 (0はいくつでも) 一

A.核家族化の進行などにより家族の
57.4% 

きずなが薄れてきていること

日年金などの収入が十分でないこと

c.家族が介護休業制度などを利用して、

高齢者を介護する環境となっていないこと

D.就労意欲のある人に対する

雇用の場が少なU、こと

E自宅で受けることのできる

福祉サービスが十分でないこと。 F.若い世代に高齢者を大切に

するというIl.~が育っていないこと

G医療やリハピHテ}ション、

介護の体制が十分でないこと

H.道路の段差や駅などの建物の階段や

住居の構造などに支障があること

I隣近所や町内会など地域の

支援体制が十分でないこと

J.高齢者虐待に関する相談・

救済体制が十分でないこと

K余暇活動などの場が少ないこと

L.わからない

Mーその他

無回答

。高齢者にとって支障となったり問題があると感じるものは、 rA核家族化の進行などにより輔のきずなが薄れてきていること』

(57.4首)が最も高く、次いでrs.年金などの収入が十分でないことj(43.3弘}となっている。
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【性別・年齢との関係】

【図 25-1) 問25 高齢者の人権に関する問題と性別の関係

A年金などの収入が十分でなく、

経済的に自立が困難である

日公共交通機関の運行が

少なく、外出しづらい

C家践や地域と疎遠になりがちで

孤独な生活を送っている

D介助者にとって、仕事と介助を

両立できる社会環境になっていない

E道路や交通機関、建物の段惹などにより、

外出・利用するのが不便である

F.福祉サービスキ制度が十分でない

G悪徳商法や振込詐欺の被害を受けやすい

H邪魔者扱いされたり、意見や

行動が無視されたりする

I認知症高齢者に対する

誤づた認識や偏見がある

J就労の機会が少ない

K家庭や施設などで本人の意思に反した

自由の制限や虐待などが行われる

Lスポーツや文化的活動などの

余暇活動などの揚が少ない

M.高齢者の虐待に関する

相談・支援体制が十分でない

N特に問題だと，'ef，うことはない

O.アパートなど賃貸住宅

への入居を拒否される

P差別落書きやインターネット上の

差別的な表現等の対象となる

Qわからない

R.その他

無回答

40.6% 

-男性

ロ女性

性別でみると〔図25-1J、rA.年金などの収入が十分でなく、経済的に自立が困難であるJrF.福祉サービスや

制度が十分でないJ、r].就労の機会が少ない」では、男性の方が大幅に高くなっている。

rB.公共交通機関の運行が少なく、外出しづらい」、 rD.介助者にとって、仕事と介助を両立できる社会環境

になっていない」では、女性の方が大幅に高くなっている。
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の関係

C家銚や組織と疎遠になりがちで
温独な生活.送っている

烹F一一一一宇一

年齢と高齢者の人権に関する問題問25〔図 25-2)

20.!腿

16>‘ 

15儲

154‘ 

15.3‘ 

13.7‘ 
16-19. 

20-29. 

30-39. 

~O-49. 

o '-~-~~ 
10-79. 

F了一一
に家庭や..腹立どで本人の倉恩に反した

自由の制帽や虐待 tどが行われる

!日.. ‘ 
'.0‘ 
3.7‘ 

13.0省

2.'‘ 
1..‘ 

1.4'‘ 
m 6.2'‘ 

m 6.7省

IH 6.4包

同

問

同

四

戸
』
刷
同
h
M同ー‘

，.‘ 9.2‘ 
10.1'‘ 

32‘ 8." 

80畿~

70-79. 

12.1‘ 
9.9噴

，.省
30-39. 

40-49織

50-59. 

60-69. 

P 議別格.きやイ'":/~】ネノト上の

釜.1約ほ表現場の対象となる

一0.0‘ 
2.7‘ 
。。‘
0.0鴨

0.0鴨

0.3‘ 
0.0晦

0アパート必"賃貸住宅内の

ス居を掘否され.. 

一

"‘ '.5‘ 80.-

悦特に悶庖だと思うことはない

一一. 32‘ 

，Jt労の楓舎が少ない-3-Z!1 ! 

32‘ 

捌

同

m

F
h闘
幽
L

1.4，‘ 

1.3'‘ 

。s‘lA‘ 
14‘ 
2.1魯

河

拙

師
L
U
e悶
凶

1.0‘ 

M.'傷働者の虐待に関する

相俵ー支援体"が十分でなb

I1 52‘ 
H 5.1‘ 
，¥1 5輔!

16-19・
20-29. 

30-39. 

1.1也知盆有働者に対する

懐。た穏械や偏見がある-1ト 19・目 3.2l1T ! 
20-298悶 8.21 ! 

。40-49. 

50-59. 

6D-ωa・
10-7911: 

0.0嶋

緩回答

1.4'‘ 
1'" 

2.1'‘ 
2." 

。。‘

。。‘

Rその他

2.7‘ 

1.4~兎

1.4ヨ

l.l‘ 

13‘ 

0.7‘ 

0.00 

80緯 ~

年齢別でみると〔図 25-2J、30歳代と、 50歳代以上ではrA.年金などの収入が十分でなく、経済的に自立が

困難である」が最も高い。 rC.家族や地域と疎遠になりがちで孤独な生活を送ってb、るJは、 60歳代以下の年代

3.3‘ 

の約 3割の人が回答しているのに対し、 70歳代以上では、その半数ほどであった。
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ーーーーー ー ー ー ー ー ー ー ーーーーーーーーーーーーーーーーーー「

問26(高齢者の人権が尊重されるために必要な取組み)

あなたは、高齢者の人権が尊重されるためには、特にどのようなことが必要だと思いますか。

(0は3つ以内)

A.訪問支援など、高齢者を
地域で支える仕組みを整備する

B老人クラプの活動支援など、
生きがい・健康づくりを推進する

C.医療やリハビリテーンョン・
介護のサービスを充実させる

D高齢者のための相続体制を充実する

Eシルバー人材センターへの支援
など高齢者の就労機会を確保する

F.高齢者の人権を草重するための
教育・啓発を推進する

G道路や交通機関、建物等の
パリアフリー化を推進する

H.判断能力が不十分な高齢者の財産を
守るための成年後見制度等を推進する

l.高齢者に対する拘束や虐待の防止・
早期発見のための施策を充実する

J.現在の施策で十分に守られており、
特に必要ない

Kわからない

L.その他

無回答

』ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

園高齢者の人権尊重のために必要と思う取組は、 rA.訪問支援など、高齢者を地域で支える仕組みを整備す

るJ(40.0%)が最も高〈、次いで、 rs.老人クラブの活動支援など、生きがい・健康づ〈りを推進するJ(38.1%)、

rc.医療やリハビリテーション・介護のサービスを充実させるJ(31.6%)となっている。

業前回調査なし
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【性別周年齢との関係】

[図 26-1) 問26 高齢者の人権が尊重されるために必要な取組みと 性別の関係

A.訪問支援など、高齢者を

地域で支える仕組みを整備する

B.老人クラプの活動支援など、

生きがい・健康づくりを推進する

C医療やリハピリテーション・

介護のサービスを充実させる

D.高齢者のための相談体制を充実する。
E.シノレパー人材センターへの支援

など高齢者の就労機会を確保する

F.高齢者の人権を尊重するための

教育・啓発を推進する

G道路や交通機関、建物等の

ノ《リアフリー化を推進する

H.判断能力が不十分な高齢者の財産を

守るための成年後見制度等を推進する

1.高齢者に対する拘束や虐待の防止・

早期発見のための施策を充実する

J.現在の施策で十分に守られており、。 特に必要ない

Kわからない

しその他

無回答

-男性

E女性

性別でみると[図 26-1)、rE.シルバー人材センターへの支援など高齢者の就労機会を確保する」、 rF.高齢

者の人権を尊重するための教育・啓発を推進する」では、男性の方が大幅に高くなっている。

rA.訪問支援など、高齢者を地域で支える仕組みを整備する」、 rB.老人クラブの活動支援など、生きがい・

健康づくりを推進するJ、rG.道路や交通機関、建物等のバリアフリー化を推進する」、 rI.高齢者に対する拘束や

虐待の防止・早期発見のための施策を充実するJでは、女性の方が大幅に高くなっている。
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[図 26-2) 問26 高齢者の人権が尊重されるために必要な取組み と 年齢

16-19" 

20-29" 

30-39. 

40-49. 

50-59. 
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70-79. 

80.-

Eシルバー人材センターへの支援
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早期発見のための施策を充実する
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40-49歳
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40-49. 1.6弘

50-59織 3.7" 

60-69縁日 2.4'泊

70-79. tZ1 7凪

80歳.....m， 6.5弘

B.'告人クラブの情動支援など、
生きがい・健康づ〈りを推進する

F高働者の人績を尊重するための

'"宵・啓発を鎗巡する

蕊爾lτζ1 

悶

1日‘ i
20.7" 1 

蕊被I20.8' f 

22.9‘l 

"吋

).現在の施策で十分に守られており、

特に必要ない

u‘ 
1.0崎

2..‘ 
3." 

C医療やリハピリテーシ冒ン・

介規のサービスを充実させる

-3 
際感惑， 3~" 

i 
G道路や否定通織関.建物等の

バMアフリー化を推越する

の関係

D高齢者のための

紛厳除制を充実する

日朝断能力が不十分な

高働者の財産を守るための

成年後見制度電与を権進する

一'.7弘

13.7¥ i 
a 

11.9省

12.61‘ s 

12.2li 

10.41‘ 
8.'笥

10.9包

o.笥

i同2.6喝T 
3.>‘ 
1.7‘ 
..'"ー
。."‘
3.3% 

年齢別でみると[図 26-2)、30歳代、 50歳代、 60歳代、 70歳代で、 rA.訪問支援など、高齢者を地域で支える

仕組みを整備する」が最も高く、 16~19 歳、 20 歳代、 40 歳代、 80 歳以上ではrB.老人クラブの活動支援など、

生きがい・健康づくりを推進する」が最も高くなっている。
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目白ーーーー ー ー ー ー ー ー ー ーーーーーーーーー四ーーーーー-- ，

問 27(外国人の人権に関する問題)

鳥取県で暮らす外国人の人権に関することで、あなたが特に問題があると思うのはどのようなことで

すか。 (0は3つ以内)

A.道路や公共施設、病院等に外国語表記がなく、
通訳も不十分なため、サービスが受けにくい

E文化や習慣等が違うため、
地域社会に受入れられにくい

C就職・職場で不利な扱いを受ける

D国や文化の違いにより、職場・
学校等で嫌がらせやいじめを受ける。i E.学校や自治体等からの通知が

日本語のみ(フリガナもなb、)で理解しにくい

F外国人の子どもが自国の文化や
生活習慣に沿った教育を受ける場がない

G.特に問題だと思うことはない

Hじろじろ見られたり、避けられたりする

Iアパートなど賃貸住宅
への入居が拒否される

J.在留カードの常時携帯義務等の制約がある

K差別落書きやインターネット上の
差別的な表現等の対象となる

01 L.宿泊施設、庖鋪等への入庖や
施設利用を拒否される

Mわからない 35.2% 

Nその他

無回答

ーーー田町田四回目ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー-_ .. 

-鳥取県で暮らす外国人の人権に関することで問題があると思うことは、 rMわからないJ(35.2%)が最も高〈、

次いで、 rA道路や公共施設、病院等に外国語表記がなく、通訳も不十分なため、サービスが受けに〈いJ

(23.0%)、rB.文化や習慣等が違うため、地域社会に受入れられにくいJ(18.4%)となっている。
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【参 考】 ※設問文、選択肢の文言の一部が前回に比べて異なっているため、参考としてご参照ください。

前回調査(H23鳥取県人権意識調査)

問 24 あなたは、日本で暮らす外国人にとって、どのようなことが支障になっていると思いますか。次の中からあなたの

考えに近いものをお答えください。 (0はいくつでも)

A外国人に対する日本人の

差別意識や偏見があること

B.病院や公共施設等に通訳や外国語表記

がなく、十分なサービスが受けられないこと

C年金平医療保険制度などの福祉政策が

日本人と同じように適用されないこと

D.就職や仕事の内容・待遇などで

不利な条件に置かれていること

E学校や自治体等からの通知が日本語

のみ(ノレピもない)で理解しにくいこと

F住宅を容易に借りることができないこと

G宗教や慣習が違うので

地域社会に受入れられないこと

H在留資格の取得に関し、

許可条件が厳しいこと

I外国人の子どもが自国の文化や生活習慣

に沿った教育を受ける場がないこと

J特に問題と感じることはない

K外国人登録証の

常時携帯義務があること

L.わからない

M.その他

無回答

日本で暮らす外国人にとって支障となっていることは、以外国人に対する日本人の差別意識や偏見があることJ(22.6%)、rB病

院や公共施設等に通訳や外国語表記がなく、十分なサービスが受けられないことJ(21.6紛が高〈なっている。

なお、 rLわからない』が 34.舗による。
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【性別・年齢との関係】

〔図 27-1) 問27 外国人の人権に関する問題と性別の関係

A道路や公共施設、病院等に外国語表記がな〈、

通訳も不十分なため、サービスが受けにくい

B文化や習慣等が違うため、

地域社会に受入れられにくい

C就職・職場で不利な扱いを受ける

D国や文化の違いにより、職場・

学校等で嫌がらせやいじめを受ける

E学校や自治体等からの通知が

日本語のみ(フリガナもない)で湿り解しにくい

F外国人の子どもが自国の文化や

生活習慣に沿った教育を受ける揚がない

G特に問題だと思うことはない

H.じろじろ見られたり、避けられたりする

Iアパートなど賃貸住宅

への入居が拒否される

J在留カードの常時携帯義務等の制約がある

K差別審書きやインターネット上の

差別的な表現等の対象となる

L宿泊施設、庖舗等への入唐や

施設利用を拒否される

Mわからない

Nその他

無回答

性別でみると〔図 27-1)、fG.特に問題だと思うことはないJTHじろじろ見られたり、避けられたりするJでは、

男性の方が大幅に高くなっている。

fM.わからないJは、女性の方が大幅に高くなっている。
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[図 27-2) 問27 外国人の人権に関する問題 と
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11.6嶋
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年齢別でみると〔図 27-2J、30歳代以外では、 rM.わからないJが最も高くなっている。

個々の項目では、 20歳代以外では、 rA.道路や公共施設、病院等に外国語表記がなく、通訳も不十分なた

め、サーピ、スが受けにくい」が最も高いが、 20歳代では、 rD.国や文化の遣いにより、職場・学校等で嫌がらせや

いじめを受けるJが最も高くなっている。
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問28(外国人の人権が尊重されるために必要な取組み)

あなたは、外国人の人権が尊重されるためには、特にどのようなことが必要だと思いますか。 I

(01ま3つ以内)

A異文化を理解し、多文化共生の

認識を深めるための啓発・広報を推進する

B.日本人と地壌に住んでいる

外国人との交流を促進する

C.外国人が日本語や日本の

生活習慣を学習できる機会を増やす

D.学校等で異文化に対する

理解や草重に向けた教育を充実する

E外国人のための相談体制を充実する

F.通訳ボランティアなど外国人を

支援する制度を充実する

G 日常生活で必要な情報を多言語で提併する

H特に必要ない

Iわからない

Jその他

無回答

33.1% 

L __ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
-外国人の人権が尊重されるために必要と思う取組は、 rA異文化を理解し、多文化共生の認識を深めるた

めの啓発・広報を推進するJ(33.1 %)が最も高〈、次いで、 rB.日本人と地域に住んでいる外国人との交流を促

進するJ(28.4%)、rc.外国人が日本語や日本の生活習慣を学習できる機会を増やすJ(26.6%)となっている。

また、 rlわからない』は 18.3%であった。

※前回調査なし
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【性別・年齢との関係】

[図 28-1) 問28 外国人の人権が尊重されるために必要な取組み と 性別の関係

A異文化を理解し、多文化共生の

認識を深めるための啓発・広報を推進する

B.日本人と地域に住んでいる

外国人との交流を促進する

C外国人が日本語や日本の

生活習慣を学習できる機会を増やす

D.学校等で異文化に対する

理解や尊重に向けた教育を充実する

E外国人のための相談体制を充実する

F.通訳ボランティアなど外国人を

支援する制度を充実する

G.日常生活で必要な情報を多言語で提供する

H.特に必要ない

Iわからない

J.その他

無回答

-男性
固女性

性別でみると〔図 28-1]、 rA異文化を理解し、多文化共生の認識を深めるための啓発・広報を推進する」で

は、男性の方が大幅に高くなっている。

rc.外国人が日本語や日本の生活習慣を学習できる機会を増やす」、 rF.通訳ボランティアなど外国人を支

援する制度を充実するJでは、女性の方が大幅に高くなっている。
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の関係年齢

C外国人が日本穏や日本の生活習慣

を学習できる機舎を槽やす

と外国人の人権が尊重されるために必要な取組み

白日本人と地域に住んでいる

外国人との交流を促進する

問 28[図 28-2)
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可正一
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lU‘ 
17繍

".省

13.5'‘ 

E外国人のための相肢体制を充実する

16-192 

20-29厳

30-39. 
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田111-
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。

無回答

1.41他

u民
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‘

m

m
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2
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凶
同
凶

2.0嶋

0.(陥

Jその他

2.7~‘ 

2.0私

1.4鳴

l.~‘ 

Ll‘ 

0."‘ 

o.m‘ 
Lわからない

16-1911 

20-29雌

30-39歳

40-49il 
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50-59a1: 

70-79. 。
年齢別でみると〔図 28-2J 、 16~19 歳、 30 歳代以外では、 rA.異文化を理解し、多文化共生の認識を深める

ための啓発・広報を推進するjが最も高い。

16~19 歳では、 rB. 日本人と地域に住んでいる外国人との交流を促進する」、 30 歳代では、 rc.外国人が日

本語や日本の生活習慣を学習できる機会を増やすJが最も高くなっている。

80歳以上では、 rr.わからない』が最も高くなっている。
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ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー園田ーーーーーーー・1
1閑却(病気にかかわる人の人権に関する問題)

i 患者やその家族など病気にかかわる人の人権に関することで、あなたが特に問題があると思うのは I

I どのようなことですか。 (0は3つ以内)

A訓的言動桟けたり、圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃 253% | ! 
. 偏見の目で見.<;，:/1，to 圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃 I I 

J B僻的な理一撒けらwl，，1 _25四 I : 
i c病歴病問職鵬でー 21師 l i 

不利な扱いを受ける i 

D.病気や治療に対する相談体制が十分でない

E.医療機聞から、検査や治療に
ついての十分な説明がない

F患者のプライパシーが守られてu、ない

G.ノ、ンセン病に伴う人権問題に関する

Eしい知識などの教育・啓発が十分でない

H特に問題だと思うことはない

1.'、ンセン病回復者が療養所の外で

自立した生活を営むことが困難である

J差別落書きやインターヰット上の

差別的な表現等の対象となる

Kアパートなど賃貸住宅

への入居を拒否される

L宿泊施設、府舗等への入唐や

施設利用を拒否される

Mわからない

N.その他

無回答

』ーーーー田ーー回目ーーーーーーー田ーーーー回ーーーーーーーー
-患者やその家族など病気にかかわる人の人権に関することで問題があると思うことは、 rA.差別的言動を受

けたり、偏見の固で見られたりするJ(25.3%)が最も高〈、次いで、 rB経済的な理由で受診が続けられない』

(25.1%)となっている。また、 rM.わからないJも23.3%と高くなっている。

※前回調査なし
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【性別・年齢との関係】

E図29-1) 悶29 病気にかかわる人の人権に関する問題 と 性別の関係

A差別的言動を受けたり、

偏見の目で見られたりする

B経済的な理由で受診が続けらがよい

C.病歴・病状から就職・職場で

不利な扱いを受ける

D病気や治療に対する相談体制が+分で
ない

E.医療機関から、検査や治療に

ついての十分な説明がない

F患者のプライバシーが守られていない

Gハンセン病に伴う人権問題に関する

正しい知識などの教育・啓発が十分でない

H特に問題だと思うことはない

[.，、ンセン病回復者が療養所の外で

自立した生活を営むことが困難である

J差別落書きやインターヰット上の

差別的な表現等の対象となる

Kアパートなど賃貸住宅

への入居を拒否される

L宿泊施設、庖舗等への入唐や

施設利用を拒否される

Mわからない

N.その他

無回答

性別でみると〔図 29-1J、fA差別的言動を受けたり、偏見の貝で見られたりするJfC.病歴・病状から就職・職

場で、不利な扱いを受けるJでは、男性の方が大幅に高くなっている。

fM.わからないJでは、女性の方が大幅に高くなっている。
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【図 29-2) 問29 病気にかかわる人の人権に関する問題

16-19歳

20-292 

30-39歳

40-49I11. 

50.....59歳

切~田歳

70-79歳

制蟻 ~

A遺児阿的言動を受付たり.

偏見の冒で見られたりする

謂需守口;才一

E医療償聞から倹査や治援に

ついての十分な観明がない

Tで士一一「一一一ー

15.1喝

21.2'‘ 

16.8‘ 

16.7省

15.6" 

17.8¥. ! 
15.2to 

1.'、ンセン病回復者が療養所の外で

自立した生活を営むことが園"重である

16-19. 

20-29. 

30-39. 

40-49al 

関-59"

関 -69.

70-79" 

808-

16-19餓

20.....29. VJ 

30-39" 

40-49"-

50-598 

60.....69 .. 

70-798 

80...... 

"‘ 
'.m‘ 
6j‘ 

MJコからない

← 

B恒務的な理自で受診が後吋られない

日

F患者のプライバシーが

守られていない

9.3‘ 
9S鳴

11.6‘ 
10.1‘ 

8.7‘ 
J差別落書さやィハノターネット上の
差別的な表現場の対象となる

「

2.6‘ 
1.4‘ 

0""‘ 
o.m‘ 
1.1鳴

Nその他

。。‘

1.'‘ 
0.71‘ 
1.6‘ 
1.0崎

t帥

0.6~施

l.l" 

と 年齢 の関係

GJ、ンセン病に伴う人権問題に

関する正しい知・ーなどの

重E堕竿盆主よ
O凪 i

1.，弘

7.3'‘ 
8.'‘ 
7.51‘ 
12.2誌

I~I 6.5‘ 
比アパートなど賃貸住宅への

λ居を鐸否される

一o.m‘ 
1.41‘ 
2.開

0 .• ‘ 
2.0晦

2.1'.4 

0.6‘ 
O.m‘ 

0.0省

2.7‘ 
2.6‘ 
2.1唱

2."‘ 
F.I 5.2'‘ 

11.5‘ 
13.0'弛

D病気や治療に対する
相援体制が十分でない

3.2‘ 

18.5略

16j‘ 
:ぬ"‘
20.11‘ 
19.11‘ 
15.2'‘ 

H勝に問題だと思うことはない

o.m‘ 
2.71‘ 
'.6包

13.0¥ 

L宿泊箱段、庖鋪等内の入唐や

施舷利用を銀苔される

ドァー
0.0‘ 
2.6'覧

1.6‘ 
0.3'弛

1.0情

M‘ 
1.1鴨

年齢別でみると[図29-2J、70歳代以上で最も高いのはrM.わからない」で、約3割に上る。 rA.差別的言動を

受けたり、偏見の目で見られたりする」、 rB.経済的な理由で受診が続けられない」、 rc.病歴・病状から就職・職

場で不利な扱いを受ける」については、低い年代ほど高い傾向にある。
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聞同・・・・園町園周聞圃圃圃圃・・圃幽・・・・・・・圃圃圃圃幽圃同開-----・圃圃司胆m ・・・・・F ・・・・・・-ー

問 30(病気にかかわる人の人権が尊重されるために必要な取組み)

あなたは、病気にかかわる人の人権が尊重されるために、特にどのようなことが必要だと患いますか。

(0は3つ以肉)

H.わからない

1.その他

無回答

』ーーーーー 四 ー ー ー ー ー ー ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

圃病気にかかわる人の人権尊重のために必要と思う取組I立、 rA医療機関のインフォームドコンセントの徹底

やセカンドオピニオンの推進など患者本位の医療を実施する1(42.5%)が最も高〈、次いで、rs.患者やその家

族のための相談体制を充実する1(39.9%)、rc.病気やそれに伴う人権問題に関する正しい知識怠!どの教育・

啓発を推進する1(34.2%)となっている。

※前回劃査なし
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【性別・年齢との関係】

〔図 30-1) 閑30 病気にかかわる人の人権に関する問題 と 性別の関係

A医療機関のインフォームドコンセント 42.8% 
の徹底やセカンドオピニオンの推進

など息者本位の医療を実施する 42.4% 

B患者やその家族のため

の相談体制を充実する

c.病気やそれに伴う人権問題

に関する正しい知識など

の教育・啓発を推進する

D愚者のプライバシー保護を徹底する

Eハンセン病に伴う人権問題 -男性

に関する正しい知識など 回女性

の教育・啓発を推進する

Fノ吋ン病醐者及恨の遺族瞳協同 i 
等の恩いに沿った支援を充実する 6.1% 

G特に必要ない

H.わからない

I.その他

無回答

性別でみると〔図 30-1)、rc.病気やそれに伴う人権問題に関する正しい知識などの教育・啓発を推進するj

では、男性の方が大幅に高くなっている。
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D廊者のプライバシー保穫を徹底する

[ 

6.'地

10錨

11.1‘ 
8.3~‘ 

の関係年齢

C病気やそれに伴う人権問題に

関する正しい知蛾などの

敏育・啓発を権選する

と病気にかかわる人の人権問題

B."者やその家畿のための

相自慢体制を充実する

問30【図 30-2)

16.....19緩

20-29O， 

30......39Iil 

50-59" 

60.....6ゅ1Il

70-79越

F.'、ンセン調何回復者及uそ1の逮悠等め

患いに拾った支援を充実する HわからないG特に必要ない

0..‘ 
2."‘ 

3.7弛

4.5" 

2.5'‘ 

2." 

1." 

四歳 ~

E/、ンセン摘に情人権問題に閲する

正しい知・などの敏育・啓発を錐進する

6." 

5.1笥

16.....19歳 l効 6且

IO.6~‘ 

10.5略

，.，‘ 

初 -29織防 S騎

40-49歳

50-5911 

60-69旗

。
"普5.'精

一
80歳-1挙I8.7格

無問答

一3." 

2.7‘ 

Eその他

16.....19蛾 I0鮒

20-29.阿 '.1‘
30-39O! I 0.7‘ 2.6l‘ 
40-499; 2.6弘

踊

問

問

一

4
v
岡
凶
閥
凶

2毛涜

，，~‘ 

0."‘ 50-臼 .. 

関~日黛 ，，'" 
0.6鳴70-79歳

年齢別でみると〔図30-2)、20歳代から60歳代では、 fA.医療機関のインフォームドコンセントの徹底やセカン

ドオピzオンの推進など患者本位の医療を実施するJが最も高く、 70歳代、 80歳以上では、 fB.患者やその家族

のための相談体制を充実する」、 16~19 歳では、 fC.病気やそれに伴う人権問庖に関する正しい知識などの教

0.'" 初級 ~。
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ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー目白ーーーーーー園、
問 31(知lを終えて出所した人の人権に関する問題)

lfiJを終えて出所した人の人権に関することで、あなたが特に問題があると思うのは、どのようなことで

すか。 (0は3つ以内)

A就労の機会が少ない

B社会復帰を支援する機関前少ない

C就職・職場で不利な扱いを受ける

D.更生した後も、インターネットで

過去の犯罪歴などを検索される

E.嫌がらせや差別的な言動を受ける

Fアパートなど質貸住宅への入居を拒否される

G.特に問題だと思うことはない

H差別落書きやインターネット上の

差別的な表現等の対象となる

Iわからない

Jその他

無回答

35.1% 

ー・・・"・・圃・・・・・園田嗣圃圃圃圃固園田制圃圃圃・------圃圃圃圃園田・・・・・・圃圃圃園周-_ .. 
.lfiJを終えて出所した人の人権に関することで問題があると思うことは、 rA就労の機会が少ないJ(35.1%)が

最も高〈、次いで、rB.社会復帰を支援する機関が少ないJ(33.4%)となっている。

また、rl.わからない」が、30.1%と、高い割合となっている。

※前回調査なし
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【性別・年齢との関係1

〔図3ト1) 悶31 刑を終えて出所した人の人権に関する問題と 性別の関係

A.就労の機会が少ない

B.社会復帰を支接する機関が少ない

C.就職・職場で不利な扱いを受ける

D更生した後も、インターキットで

過去の犯罪歴などを検索される

E.嫌がらせや差別的な言動を受ける

Fアパートなど賃貸住宅への入居を拒否される

G.特に問題だと思うことはない

H.差別落書きやインターヰット上町

差別的な表現等の対象となる

Iわからない

J.その他

無回答

性別でみると〔図 31-1)、 rA.就労の機会が少ないJでは、男性の方が大幅に高くなっている。

-男性

周女性

fD.更生した後も、インターネットで過去の犯罪歴などを検索されるJ、fl.わからない」では、女性の方が大幅

に高くなっている。
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D更生した後も.インターネットで

過去の犯罪H歴などを検索される

一F 

4 

19.9‘! 
17.9% ! 

の関係年齢と刑を終えて出所した人の人権に関する問題

B.社会復帰を支援する楓闘が少'"、A."労の機会が少な方、

問 31〔図 31-2)

30-39歳

40-49雌

16-19施

60-ωIl 

70-79. 

50-59直接

H差別務省きやインターネノトムの

差別的な表現等の対象となる

一
。

一

山

崎

同

川

F
h
凶
h
H
L

G締に問思だk思うこと出計、

3.2酒

4.Hi 

『拙
2凪

9."¥ 

~;; z 

1。の%

32省

80...... 

E躍がらせや差別的な言動を受ける

40-49. 

0'曳7.1‘ 
0.3省

。.6省
3..‘ 
2.51‘ 

E 2.'馬

16-19.恥

20-298 ffiγ 

30-39.8: 

50-59. 

60-的歳

70......79歳

。，‘3" 

0.0略

無回答

一

2.1事

2.7‘ 

m
b
u一

1.4‘ 
"‘ 

Jその他-O備!
1.4‘ 
2.0‘ 

2.0‘ 
1.11‘ 

1.7彊

0 •• ‘ 
1.1% 

80....... 

16.....19. 

40......49. 

80....... 

20-29歳

30......39. 

50-59怠

60.....69. 

70-79歳

。
年齢別でみると〔図 31-2J、30歳代から 60歳代では、 rA.就労の機会が少ない」、 20歳代では、 rB.社会復帰

を支援する機闘が少ないJが最も高くなっている。

70歳代以上ではr1.わからない」が最も高くなっている。

rD.更生した後も、インタ}ネットで過去の犯罪歴などを検索される」は、低い年代ほど高くなっている。
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ーーーーーーーーー』ーーーーーーー田ーーーーーーー園、
間32(刑を終えて出所した人の人権尊重のために必要なこと)

あなたは、知lを終えて出所した人の人権が尊重されるためには、特にどのようなことが必要だと思い

ますか。 (0は3つ以内)

A.社会復帰しやすくするための生活支援

(就労・住宅の支援なのを充索する
43.9% 

B刑を終えて出所した人の

ための相談体制を充実する

C.犯罪の種類キ刑の重さによって

違うので、何とも言えない

D.プライパシーの保護を徹底する

E測を終えて出所した人に対する差別や

偏見をなくすための教育・啓発を推進する

F特に必要ない

G.:bカもない

Hーその他

無回答

-・・・・・・・・・・・・・・ー・・・・・・・圃圃圃圃圃圃圃圃圃・・・・嗣圃圃圃固圃・・・・・圃・・・・・・・・圃圃植聞 .. 

圃刑を終えて出所した人の人権尊重のために必要と思う取組は、 rA.社会復帰しやすくするための生活支援

(就労・住宅の支援など)を充実するJ(43.9%)が最も寓〈、次いで、 rB刑を終えて出所した人のための相談体

制を充実するJ(35.1%)、rc.犯罪の種類や刑の重さによって遣うので、何とも言えないJ(31.7%)となってい

る。

※前回調査なし
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【性別・年齢との関係】

[図 32-1) 問 32 lfIJを終えて出所した人の人権が尊重されるために必要な取組み と 性別の関係

A社会復帰しやすくするため町生活支援

(就労・住宅の支援など)を充実する

8.1刊を終えて出所した人の

ための相談体制を充実する

C犯罪の種類や刑の重さによって

違うので、何とも言えない

D.プライパシーの保護を徹底する

E.I刊を終えて出所した人に対する差別や

偏見をなくすための教育・啓発を推進する

F.特に必要ない

G.わからない

H.その他

無回答

45.2% 

性別でみると〔図 32-1J、fE.刑を終えて出所した人に対する差別や偏見をなくすための教育・啓発

を推進する」、 fF.特に必要ない」では、男性の方が大幅に高くなってb、る。

fC.犯罪の種類や邦jの重さによって違うので、何とも言えない」では、女性の方が大幅に高くなっている。
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の関係年齢と

17.4' 

21.t3' 

刑を終えて出所した人の人権が尊重されるために必要な取組み

BJ刊を終えて出所しずゐ人のための
相自民体制を充実する

問 32〔図32-2)

16...，.19歳

20-298 

30....39.鎗

<0-何歳

50....592 

60-69繊

70-79鰻

18$‘ 80..... 

Hその他

一

2.m‘ 
0.71‘ 
0.6首

0 •• ‘ 

思

-

‘
s

n

 

4

7

4

 

L
闘
世
』
同

2~腎

2." 

0.'‘ 

o.m‘ 

E測を終えて出所した人に対する
盤別や偏見をな〈すための

16-19織

20-29. 

70....79. 

30-39. 

40....49鎗

50....59蛾

60....69. 

。
o.m‘ 1.1‘ "繊~

無回答

16....19. o.m‘ 
20-29. 2.7鳴

30....39. 0.7' 

40-498 l.l‘ 

1.7' 

60-69. fI 3凶

70-79"麟 I8.3‘ 

80歳~蹄I7繍

50-59歳

年齢別でみると〔図 32-2J 、 16~19 歳から 70 歳代では、 fA.社会復帰しやすくするための生活支援(就労・住

宅の支援など)を充実する」が最も高く、 4割を超えている。

fC.犯罪の種類や刑の重さによって違うので、何とも言えない」では、 20歳代から 40歳代で高くなっている。
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ーー四ーーーーーー回目ーーーーーーーーーーーーーーーーーー-，
間33(犯罪被害者及びその家族の人権に関する問題)

犯罪被害者及びその家族の人権に関することで、あなたが特に問題があると思うのはどのようなこと 1

ですか。 (01土3つ以肉)

A.事件のことで、周囲の人にうわさ話をされたり、

被害者側にも落ち度があるように言われ止りする

B.精神的なショックにより、

日常生活に支障が生じる

Cインタ}キット上でプライパシーに関する

ことが公表されたり、マスメディアの取材に

よって平穏な生活ができなくなる

D捜査や裁判において、精神的負担を受ける

E.被害者の苦しみについて、地域や

職場・学校での理解が得られない

F.事件に関して、捜査や裁判に

ついての情報が得られない

G.差別落書きやインターネット上の

差別的な表現等の対象となる

H特に問題だと思うことはない

Iわからない

lその他

無回答

L _園田・ーーーーーー回目ーーーー・園田ーーーーーーーーーーーーーー
圃犯罪被害者及びその家族の人権に関することで問題があると思うことは、 rA事件のことで、周囲の人にう

わさ話をされたり、被害者側にも落ち度があるように言われたりするJ(48.5%)が最も高〈、次いで、 rB精神的

なショックにより、日常生活に支障が生じるJ(45.6%)、rc.インターネット上でプライバシーに関することが公表

されたり、マスメディアの取材によって平穏な生活ができなくなるJ(35.3%)となっている。

※前回調査なし
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【性別・年齢との隈係】

[図 33-1) 閑 33 犯罪被害者及びその家族の人権に関する問題と 性別の関係

A事件のことで、周囲の人にうわさ話をされたり、

被害者側にも落ち度があるように言われたりする

B精神的なショックにより、

日常生活に支障が生じる

C.インターネット上でプライバシーに関する

ことが公表されたり、マスメディアの取材に

よって平穏な生活ができなくなる

。D捜査や裁判にお同

。

E.被害者の苦しみについて、地域や

職場・学校での理解が得られない

F.事件に闘しT、捜査や裁判に

ついての情報が得られない

G差別落書きやインターネット上の

差別的な表現等の対象となる

H.特に問題だと.~うことはない

Iわからない

Jその他

無回答

-男性

回女性

性別でみると〔図 33-1J、fE.被害者の苦しみについて、地域や職場・学校での理解が得られない』では、男

性の方が大幅に高くなっている。

fA.事件のことで、周囲の人にうわさ話をされたり、被害者側にも落ち度があるように言われたりするJfC.インタ

ーネット上でプライバシーに関することが公表されたり、マスメディアの取材によって平穏な生活ができなくなるJ

では、女性の方が大幅に高くなっている。
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23凪 1

21.9‘' 
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の関係年齢と犯罪被害者及びその家族の人権に関する問題

B精神的なショックにより、

日常生活に支障が生じる

問 33[図 33-2]

20-2911 

30-39'" 

16.....19識

40.....49畿

50.....59. 

60......69.0: 

70.....7911: 

。
H特に問題だと思うことはない

0.0‘ 
0.'" 

0.5省

0.3省

1，備

0.6'誌

"‘ 

品

同

開

叫

o
h凶」
M
凶
」

4.11‘ 
1.4‘ 

3.'首

93曳

8.5l‘ 

80'1-

E敏審者の苦しみについて、地域や

様相・-学校での理解が得られない

50-59. 

40-4911 

60.....69. 

70-19. 

16-19" 

20-29歳

30-39. 

O.~‘ 

無回答

3.2泊

1.4弘

2.'喝

叫

H
M
ι
U
一

。α‘
1.4‘ 

0;'‘ 
I.~‘ 

02‘ 
0."‘ 

O.~‘ 

Lわからない-16.1¥ : 

14.1随!

19.8l1o : 

M且!

30争

808-

16-19. 

40-49. 

50-59. 

60.....69歳

70-798 院

田 繊 ~ 。
年齢別でみると〔図 33-2)、20歳代から40歳代の約6割がrA事件のことで、周囲の人にうわさ話をされたり、

被害者側にも落ち度があるように言われたりする」と回答している。
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ーーーーーーーーーー四ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー『
聞34(犯罪被害者及びその家族の人権が尊重されるために必要な取組み)

あはたは、犯罪被害者及びその家族の人権が尊重されるためには、特にどのようなことが必要だと

思いますか。 (0は3つ以内)

A.犯罪被害者とその家族のための

カウンセリングキ相談体制を充実する

B.マスメディアが犯罪被害者と

その家族に記慮した報道や取材を行う

c.犯罪被害者等の現状や支援の必要性に対する

理解を深めるための教育・啓発を推進する

D住宅、保健医療、福祉などの

被害者支援を推進する

E.特に必要ない

Fわからない

Gその他

無回答

ーーーーーーーーーーーーーーーーー田ーーーーー回目白ーーーー
-犯罪被害者及びその家族の人権尊重のために必要と思う取組は、 rA犯罪被害者とその家族のためのカウ

ンセリングや相談体制を充実するJ(55.8%)が最も高〈、次いで、rB.マスメディアが犯罪被害者とその家族に

配慮した報道や取材を行うJ(52.4%)、rc.犯罪被害者等の現状や支鑓の必要性に対する理解を深めるため

の教育・啓発を推進するJ(23.4%入ro.住宅、保健医療、福祉などの被害者支援を推進するJ(23.4%)となっ

ている。
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【参 考】 ※設問文、選択肢の文言の一部が前聞に比べて異なっているため、参考としてご参照ください。

前回調査(H23島取県人権意識翻査}

問29あなたは犯罪被害者等(犯罪被害者とその家族)の人権を守るために必要なことはどのようなことだと思いますか。

次の中から特に重要だと思うものをあげてください。 (0は3つまで)

A犯罪被害者等の人権に

配慮した報道や取材を行う

B精神的被害に対応するための

カウンセHングを行う

c.犯罪被害者等のための人権相談所

や電話相談所在充実する

D学校や職場に対して、犯罪被害者等の実情や

心情を理解するための教育・啓発を充実する

E捜査や刑事裁判において犯罪被害者等

に配慮した施策を講じる

F犯罪予防・防止のための

施策を充実させる

G犯罪被害者等の就職機会を確保する

H.犯罪被害者等に経済的な支援を行う

I.犯罪被害者等に接する警察官

などの教育や訓練を充実する

J各種広報媒体の活用や街頭啓発

など広報啓発活動を推進する

Kわからない

Lその他

無回答

35.6% 

犯罪被害者の人権を守るために必要と思うことは、 rA犯罪被害者等の人権に配慮した報道や取材を行うJ(35.6%)、rB精神的

。

被害に対応するためのカウンセリングを行うJ(制札 rc犯罪被害者等のための人権相談所や電話相談所を充実するJ(30.5幼 O 
が高〈なっている。
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【性別・年齢との関係】

〔図34-1) 問34 犯罪被害者及びその家族の人権が尊重されるために必要な取組み と 性別 の関係

A犯罪被害者とその家族のための

カウンセロングや相談体制を充実する 59.5% 

B.マスメディアが犯罪被害者と

その家族に記慮した報道や取材を行う

C.犯罪被害者等の現状や支援の必要性に対する

理解を深めるための教育・啓発を推進する
自情論断噛'ha 

。 D住宅、保健医療、福祉などの -男性

被害者支援を推進する 際女性

E.特に必要ない骨
0.9% 

0.7% 

12.7% 
Fわからない

12.7% 

G.その他

無回答

I¥  

¥ノ 性別でみると〔図 34-1)、 fC.犯罪被害者等の現状や支援の必要性に対する理解を深めるための教育・啓発

を推進する」では、男'性の方が大幅に高くなっている。

fA犯罪被害者とその家族のためのカウンセリングや相談体制を充実するjでは、女性の方が大幅に高くなっ

ている。
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の関係
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年齢と

0.7弛
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1.1省

0.0備

0.7喝
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0.0市

犯罪被害者及びその家族の人権が尊重されるために必要な取組み

C菰罪被省者簿の現状や

支援の必要性に対する理解金

標めるための敏宵・啓発を推進する

努翠田村

でヨ叫
陵泰司幻2%j

23.2'弘l

26.S明
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21.0‘1 

m皿i

Bマスメディアが犯罪被害者と

その家銭に霞慮した線道や取併を行う

子「一一一一

A犯罪被害者とその家族のための

カワンセリングや繍鮫体制を充実する

問34

642‘ 
40-498 I総ゆ切

[図34-2]

60-69. W 

2泊-2ゆ旗

30......39il 

16.....19歳

印 -59歳

70.....79歳
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。
無回答
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0.00‘ 
4.11‘ 
0.71‘ 

1.7Ii 

0.3'掲
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1.1当

0.5'‘ 

Fわからない

一「

S山親~

0." 

。岨

16.....19. 

2刀-29蛾

0.7略

1.1‘ 

1.3!掲

0.0‘ 
0.7‘ 

30....39. 

40.....49歳

80....... 

50....S9O 

60.....69& 

70....79揖

14.H‘ 

年齢別でみると〔図 34-2) 、 16~19 歳から 50 歳代では、 rB.マスメディアが犯罪被害者とその家族に配慮した

報道や取材を行う」が最も高く、 6割以上となっている。

60歳代以上では、 rA.犯罪被害者とその家族のためのカウンセリングや相談体制を充実するJが最も高くなっ

"‘ 

。
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ーーーーーーーーーーーーー『回目ーーーーーーーーーーー『

問 35(犯罪加害者の家族の人権に関する問題)

犯罪加害者の家族の人権に関することで、あなたが特に問題があると思うのはどのようなことですか。

(0は3つ以内)

A.事件のことで、周囲の人にうわさ話をされる

B.インターネット上でプライパシーに闘する

ことが公表されたり、マスメディアの取材に

よって平穏な生活ができなくなる

C精神的なショックにより、

日常生活に支障が生じる

D 
地域や職場・学校での理解が得られない

E捜査や裁判において、精神的負担を受ける

F.差別落書きやインターネット上の

差別的な表現等の対象となる

G.事件に関して、捜査や裁判に

ついての情報が得られない

H.特に問題だと思うことはない

Iわからない

J.その他

無回答

ーー ーー ーーーーーーーーーーーーーー・園田ー・・・・ーーーーーー_ .1

-犯罪加害者の家族の人権に関することで問題があると思うことは、 rA事件のことで、周囲の人にうわさ話を

されるJ(45.1%)が最も寓〈、次いで、 rs.インターネット上でプライバシーに関することが公表されたり、マスメデ

ィアの取材によって平穏な生活ができなくなるJ(37.1%)、rc.精神的なショックにより、日常生活に支障が生じ

るJ(34.8%)、ro加害者家族としての苦しみについて、地域や職場・学校での理解が得られないJ(33.1%)とな

っている。

※前回調査なし
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【性}lIJ・年齢との関係】

〔図 35-1) 閑 35 犯罪加害者の家族の人権に関する問題 と 性別の関係

A事件のことで、周聞の人にうわさ話をされる

Bインターネット上でプライパシーに闘する

ことが回全表されたり、マスメディアの取材に

よって平穏な生活ができなくなる

C精神的なショックにより、

日常生活に支障が生じる

D加害者家族としての苦しみについて、

地域や職場・学校での理解が得られない

E.捜査や裁判において、精神的負担を受ける

F.差別落書きやインターキット上の

差別的な表現等の対象となる

G.事件に関して、捜査や裁判に

ついての情報が骨られない

H特に問題だと思うことはない

1.わからない

Jその他

無回答

性別でみると〔図 35-1)、rE.捜査や裁判において、精神的負担を受けるJでは、男性の方が大幅に高くなっ

ている。

rA.事件のことで、周囲の人にうわさ話をされるJrB.インターネット上でプライバシーに関することが公表された

り、マスメディアの取材によって平穏な生活ができなくなるjでは、女性の方が大幅に高くなっている。
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[図 35-2) 問35 犯罪加害者の家篠の人権に関する問題

16......19歳

20-29歳
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40-錦織
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80.-

ん事神刊のことで

周囲の人にうわさ2蓄をされる

E捜査や裁判において、

精神的目負担を受ける

15.1弘

14.6弘

14.6兎

11.4'‘ 
15.9‘ 
16.3‘ 

Lわから刷、

Bインターネット上でプライパシーに関
することが公表されたり.マスメディアの

取併によって平砲な生活ができなくd品

F差別帯書きやインターネ Fト上の

差別的な表現等め対象となる

JI 11蜘

欄 l
1.7‘ 
32. 

22‘ 

1その他

0.0‘ 
2.71‘ 
l'弘

l.Il‘ 
0.7‘ 
"，‘ 
0.6'‘ 
1.1‘ 

と 年齢 の関係

C精神的なシヨククにより、

日常生活に支障が生じる

G事件に関して‘観牽や裁"
についての情報が得られない

3 .2~‘ 

2.7事

2..‘ 
2.1ヨ

4.5'‘ 
43‘ 

3." 

1.4'‘ 
4 •• 曳

、.'"

12.7" 

10.9'‘ 

0'"害者百友銀としての苦しみ

について、地緩や線級・学校

での理解が得られない

H併に問題だと恩うことはf刻、

一lil 3.2% 

。。‘
111 4.0‘ 

2.1" 

2..‘ 
1.7!‘ 
l'‘ 
1.1普

年齢別でみると[図 35-2J、fB.インターネット上でプライバシーに関することが公表されたり、マスメディアの取

材によって平穏な生活ができなくなる」と回答した人の割合は、 20歳代、 30歳代、 40歳代では5割以上あるのに

対し、 60歳代、 70歳代、 80歳以上では、約 2割にとどまる。
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ーーーーー田ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー「
問 36(性的マイノリティの人権に関する問題)

LG8T(※)など性的マイノリティの人権に関することで、あなたが特に問題があると思うのは、どのよ

うなことですか。 (01ま3つ以内)

10 

F特に問題だと思うことはない

。

5.0% ! 

A性的マイノHティに対する理解が足りない

B職場、学校等で嫌がらせやいじめを受ける

C.じろじろ見られたり、避けられたりする

D就職・職場で不利な扱u、を受ける

E差別落書きやインターネット上の

差別的な表現等の対象となる

Gアパートなど賃貸住宅

への入居を拒否される

H.宿泊施設、庖舗等への入庖や

施設利用を拒否される

Iわからない

J.その他

無回答

t
t
t
t
 
-性的マイノリティの人権に関することで問題があると思うことは、 rA性的マイノリティに対する理解が足りな

い』が、 39.1%と最も高いが、一方で、n.わからない』も、 38.8%と高くなっている.
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【性別・年齢との関係】

【図 36-1) 問36 性的マイノリティの人権に関する問題 と 性別の関係

A.性的マイノyティに対する理解が足りない
41.6% 

B職場、学校等で嫌がらせやいじめを受ける

C.じろじろ見られたり、過すられた唱する

。D酬・職場で不利な掛培受ける

。

E差別落書きやインターネット上の

差別的な表現等の対象となる

F.特に問題だと思うことはない

G.アパ}トなど賃貸住宅

への入居を拒否される

H.宿泊施設、唐錦等への入信や

施設利用を拒否される

Iわからない

Jその他

無回答

-男性

回女性

性別でみると〔図 36-1)、rF.特に問題だと恩うことはないJでは、男性の方が大幅に高くなっている。

rA.性的マイノ!Iティlこ対する理解が足りない」では、女性の方が大幅に高くなっている。
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。
年齢別でみると〔図 36-2J、低い年代ほどrA.性的マイノリティに対する理解が足りない」が高く、 20歳代では6

苦手lに上る。

逆に高い年代ほどr1.わからない」が高く、 60歳以上では約 5割に上る。
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ーーーーーーーーーーーーーー回目白ーーーーー-，
問37(性的マイノリテイの人権が尊重されるために必要な取組み) I 

あなたは、性的マイノリティの人権が尊重されるためには、特にどのようなことが必要だと思いますか。 1

(01ま3つ以内)

一一一世一一一一一一一i… I : 理解を深めるための教育・啓発を推進する

B性的マイノリティのための相談体制を充実する

C.性の多様性に応じて法律や制度を見産す

D害程書類なEへの不必要な

「性~IJJ欄を削除する

E特に必要ない

F.わからない

Gその他

無回答

L _圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃嗣圃回・・圃圃圃圃圃圃圃陣圃圃幽陶岡掴-----------

-性的マイノリティの人権尊重のために必要と思う取組I玄、 rA性的マイノリティに対する正しい認織と理解を

深めるための教育・啓発を推進するJ(39.6%)が最も高くなっている。

また、 rF.わからない』も、35.4%と高くなっている。

※前回調査なし
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【性別・年齢との関係】

[図 37-1) 問37 性的マイノリテイの人権が尊重されるために必要な取組み と 性別 の関係

A.性的マイノyティに対する正しい認識と

理解を深めるための教育・啓発を推進する

B.性的マイノyティのための相談体制を充実する

c.性の多様性に広じて法律や制度を見直す

D各種書類などへの不必要な

「性別」欄を削除守る

E特に必要ない

Fわからない

G.その他

無回答

0.2% 

0.6% 

42.1% 

-男4生
田女性

性別でみると[図 37-1J、fF.わからない」、 fE.特に必要ないJでは、男性の方が大幅に高くなっている。

fA.性的マイノ!Iティに対する正しい認識と理解を深めるための教育・啓発を推進するJ、fC.性の多様性に応

じて法律や制度を見直す」では、女性の方が大幅に高くなっている。
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[図 37-2] 閉 37 性的マイノリティの人権が尊重されるために必要な取組み と。年齢 の関係

.，性的7イノ，ティのための D各積書類などへの.
相厳休日朝を充実する 不必要な「性jllJJ欄を削除する

ト 19露伴幽吋 包 19.4‘! 0.00‘ 
20-羽織 2.7輸

3D-39M!: 2.'" 

40-49餓 6.3~‘ 

50-白血

60-69. ，.急

70-798 32鴨

80.- ，>>‘ 

E.特に必要ない Gその他 然回答

16.....19. 。。‘ 。凪 32> 

20-29歳 2.7覧 1.4'‘ 2.7弘

30-39. 2.0集 o.m‘ 4.'" 

。:::;:"省 1.1，‘ 
5.11‘ 0.'‘ 

2.ffi‘ 
4.1" 

。

的-69. 3." 0.7‘ 5.6!覧

70-79il 32島 0.'事 13.4" 

ω歳~ E5鳴 57.6‘ 0.0‘ 15.2% 

年齢別でみると〔図 37-2J、20歳代、 30歳代、 40歳代、 50歳代では、 rA.性的マイノリティに対する正しい認

識と理解を深めるための教育・啓発を推進するjが最も高い。また、 20歳代、 30歳代では、 rc.性の多様性に応

じて法律や制度を見直す」も高くなってb句。

一方、 16~19 歳、 60 歳代、 70 歳代、 80 歳以上では、 rF.わからないJが最も高くなっている。
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ーーーーー ー四ーーーーーー田町ーーーーーーーーーーー-- --園、

問 38(個人のプライバシーが守られていないと感じる場合)

個人のプライバシーに関して、あなたはどのような場合にプライバシーが守られていないと感じます 1

か。 (0は3つ以内)

A知らなU企業や団体からダイレクトメールが

届いたり、紡問や電話による勧誘を受けること

B民間企業や名簿業者などにより自分に関する

情報が知らないうちに集められ、管理されること

Cインターネットの掲示叡への

書き込みや電子メールの書き込み

D.自分や家族のことについて、

他人に言いふらされること

E第三者に戸籍等を不正に取得さtじること

F特にない

G.就職や結婚などの際に

企業や興信所から調査されること

H.役所に届出等をする際、直接関係のないこと

を書かされたり間かれたりすること

I企業や公的機関において、自分に関する

情報や資料を見せてもらえないこと

Jその他

無回答

ーーーーーーーーーーーーー・園田園圃圃・ーーーーーーーーーーーーー」

-個人のプライバシーが守られていないと感じる場面I主、 rA知らない企業や団体からダイレクトメールが届い

たり、訪問や電話による勧誘を受けることJ(63.8%)が最も高〈、次いで、 rB.民間企業や名簿業者などにより自

分に関する情報が知らないうちに集められ、管理されることJ(30.2%)、rc.インターネットの掲示板への書き込

みや電子メールの書き込みJ(26.8%)となっている。
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【参 考】 ※設問文、選択肢の文言の一部が前回に比べて異なっているため、参考としてご参照ください。

前回調査(H23鳥取県人権意識調査}

間 31 個人のプライバシーに関して、あなたはどのような場合にプライバシーが守られていないと感じますか。次の中か

らあなたの考えに近いものをお答えください。 (0はいくつでも)

A知らない企業や団体からダイレタトメールが

届いたり、訪問や電話による勧誘を受けること

B.民間企業や名簿業者などにより自分に関する

情報が知らないうちに集められ、管理されること

C.インターネットの掲示板への書き込み

や電子メーノレの書き込み

D.自分や家族のことについて、

他人に言いふらされること

E就職や結婚などの際に企業

や興信所から調査されること

o F役所に届出等をする際、直接関係のない

ことを書かされたり聞かれたりすること

。

G企業や公的機関において、自分に関する

情報や資料を見せてもらえないこと

H.その他

無回答

個人のプライバシーが守られていないと感じるものは、 rA知らない企業や団体からのダイレウトメールが届いたり、訪問や電話

による勧誘を受けることJ(71.1紛が最も高かった。次いで『自民間企業や名簿業者などにより自分に関する情報が知らないうちに

集められ、管理されることJ(40.2%)、rcイン告ーネットの掲示板への書き込みや電子メールの書き込みJ(31.1首)などとなっている。
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【性)lIJ.年齢との関係】

[図 38-1) 問38 個人のプライバシーが守られていないと感じる場合

A.知ら如、企業や団体からダイレクトメールが

届いたり、訪問や電話による勧誘を受けること

B民間企業や名簿業者などにより自分に関する

情報が知らないうちに集められ、管理されるとと

Cインターネットの掲示板への
書き込みゃ電子メーノレの書き込み

D自分や家族のことについて、
他人に言いふらされること

E第三者に戸籍等を不正に取得されること

F特にない

G就職や結婚などの際に
企業や興信所から調査されること

H役所に届出等をする際、直接関係のないこと
を書かされたり聞かれたりすること

1.企業や公的機関において、自分に関する
情報や資料を見せてもらえなu、こと

J.その他

無回答

6% 

と 性別 の関係

-男性

園女性

性別でみると〔図 38-1)、fD.自分や家族のことについて、他人に言いふらされることJでは、女性の方が大幅

に高くなっている。
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の関係

D自分や家擦のことについて、

他人に曾いふらされること

年齢と個人のプライバシーが守られていないと感じる場合

B民間企業や名簿幾者などにより

自分に闘する情報が知らないうちに

集められ管理されること
ー一一司回

O.加.

2B申

;G.7" 

"'.4‘ 
3ヰO省

幻暗

21仰 i
152‘! 

A知らない企業や図体から

ダイレクトメールが履いたり、

問 38E図 38-2)

30.....39. 

16-19歳

20....29a 

40-49.厳

5"0.....5"9a 

60.....69旗

10-79. 

H役所に届凶等をする積.

直接調係のないことを書かされたり

聞かれたりすること

ー一一一T一一ー

.. 省

"，‘ 

4.4‘ 
4.5" 

6.4'‘ 

6.5鳴

3.2'芯

Gjt.‘や結障などの様に
企業や異僧所から調査されること

1 
12.6'‘ 

， •. 笥

，2> 

6.5‘ 

5.‘ 
国 5島

国 5.1‘

E第三者に戸締等を

不正に取得されるとと

一同.
19.4'‘: 

，，2> 

15.1' 

13.7省

加繊 ~

16-19. 

60.....69i1 

70......79. 

2泊.....29.

40-49. 

30......39. 

50......59 .. 

C 

5.4'‘ 

無回答

8.7" 

。。‘

'"‘ 
4α弘

42‘ 
3A曳

Jその他

ー
も。。‘

L企業や公的咽闘において、

自分に闘する情報や費科を

見せてもらえないこと

一

山

陥

同

F
図
h

a
強

越

国

2

4

m
m
ω
 

回畿~

'"‘ 
l'‘ 
0.0省

1.4'‘ 
l.O‘ 

1訓

1.6‘ 

2繍

3.1" 

関雌~i4泊

40......49. 

60-印鑑

回......69.。
年齢別でみると[図 38-2J、fA.知らない企業や団体からダイレクトメールが届いたり、訪問や電話による勧誘

を受けることJが各年代で最も高くなっている。

fC.インターネyトの掲示板への書き込みや電子メ}ルの書き込み」では、 16~19 歳 (48.4%)、 20 歳代

18.5‘1 。。‘
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自由ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー田ーーーーーーー
問39-(j)(身 元調 査に つい て一 子ど もが結婚するとき)

あなたに未婚の子がいると仮定して、その子が結婚するときに、家柄、親の職業や社会的地位など

について、親の立場から相手方の身元調査を行うことはやむを得ないと恩いますか。 (0は1つだけ)

Bどちらかといえばそう思う，
25.40 

Eどちらともいえない，13.90

ーーーーーーーーーーーーーーー四ーー四ーーーーーーー_' 0 
圃自分の子どもが結婚するとき、貌の立場から相手の身元調査を行うことはやむを得ないと恩うかどうかにつ

いて、 rAそう思う』、 rB.どちらかといえばそう思うJ、は合わせて 32.3%0rO.そう思わない』、 rcどちらかといえ

ばそう思わない』は合わせて 48.4%。

【参 考】 ※設問文、選択肢の文言の一部が前回に比べ‘て異なっているため、参考としてご参照ください。

前田園査(H23鳥取県人権意践調査)

問32-①自分の子どもが結婚するときに、家柄、親の職業や社会的地位などについて、親の立場から相手方の身元調査 r 、

をおこなうことはやむ得ないと思いますか。あなたの考えに近いものはどれですか。 (0は1つだけ) l ) 

Aそう恩う， 7.0%

B.どちらかといえば
そう思う.24.8%

E.どちらともいえない.
12.9% 

自分の子どもが結婚すると幸、親の立場から相手の身元調査を行うことはやむを得ないと思うかどうかについて、rAそう思う」、

rBどちらかといえばそう思うJI立合わせて 31倒。ro.そう思わない』、 rc.どちらかといえばそう息わないJは合わせて 50.7%.また、

rE.どちらともいえないjは12.側だった。

-196-



C 

。

【性別・年齢との関係】

[図 39-1) 関39ベD 身元調査について一子どもが結婚するとき と 性別の関係

.Aそう思う

ロD.そう恩わない

全体

男性

女性

ol陥 10% 20% 30喝

ロEどちらかといえばそう思う

.Eどちらともいえない

40l陥 50% 60% 

.Cどちらかといえばそう恩わない

ロ無回答

70‘ 80% 90% 100% 

性別でみると〔図 39-1]、 fAそう思うJ、fB.どちらかといえばそう思うJを合わせると、男女ともに3割以上となっ

ている(男性35.8%、女性 30.1%)。

また、 fD.そう思わない」、 fC.どちらかといえばそう恩わない」を合わせると、男女ともにほぼ5割となっている

(男性47.1%、女性49.1%)。
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【図39-2) 関39-①身元調査について一子どもが結婚するとき と 年齢の関係

.Aそう思う ロBどちらかといえばそう思う .C.どちらかといえばそう恩わない

ロD.そう恩わない .E どちらともいえない ロ無回答

全体

16-19蔵 。。

20-29歳 1.4 

30-39歳

40-49歳 1.1 

50-59歳

60-69歳

70-79歳

四歳~
E 
0% 10% 20~陥 30% 40% 5m陥 60% 70% 80% 90% 100% 

年齢別でみると[図 39-2)、fA.そう思うJ、fB.どちらかといえlまそう思うJを合わせると、 30歳代が 17.8%と最も

低く、 70歳代が 51.0%と最も高くなっている。

また、 fD.そう恩わないJ、rc.どちらかといえばそう恩わないJを合わせると、 30歳代が66.2%と最も高く、 70歳

代が 21.6%と最も低くなっている。
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身元調査について一子どもが結婚するとき と

問1 r人権』について自身に関わることとして考えたことがあるか

【他の設聞との関係】

問39ベD〔図 39-3]

の関係

身元調査について一子どもが結婚するとき間39ー①

.c どちらかといえばそう思わない

ロ無回答

ロB.1:ちらかといえばそう思う

.E.どちらともいえない

.Aそう思う

ロDそう恩わない

全体

よくある

たまにある

ほとんどない

まった〈ない

わからない

悶

l 

『
人
権
』
に
つ
い
て
自
身
に
関
わ
る
こ
と
と

し
て
考
え
た
こ
と
が
あ
る
か

C 

100私90喝8叫70省60喝50略40書30活20省10省師

問1([人権』について自身に関わることとして考えたことがあるか)との関係では〔図 39-3)、自身に関わること

として考えたことがある人ほど、身元調査を行うことに否定的な意見<rc.どちらかといえばそう恩わない」、 fD.そ

し)

-199ー
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ヒ身元調査について一子どもが結婚するとき問39-①E園 39-4]

の関係啓発物を議んだり見たりした経験聞7ー①

身元調査について一子どもが結婚するとき問39-①

.c どちらかといえばそう思わないロBどちらかといえばそう思う圃 Aそう思う

。

100% 

口構回答

90施70% 

.Eどちらともいえない

50% 30% 20弛

ロDそう恩わない

叫

全体

陪とんE読んだり

見たりしたことがない

まったく読んだり

見たりしていない

積極的に続んだり

見たりしている

ときどき読んだり

見たりしている

間

7

①

書
発
物
を
読
ん
だ
り
見
た
り
し
た
経
験

問7-①(啓発物を読んだり見たりした経験)との関係では〔図 39-4)、啓発物を積極的に読んだり見たりした経

験がある人ほど、身元調査を行うことに否定的な意見(rc.どちらかといえばそう恩わないj、rD.そう思わないJ)

が多くなっている。 。
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身元調査について一子どもが結婚するとき

閑Bー①研修会等への参加回数

と問39ベD〔図 39-5)

の関係

身元寵査について一子どもが結婚するとき

.c どちらかといえばそう且わない

ロ無回答

ロBどちらかといえばそう思う

圃 E.どちらともu、えなu、

悶39-①

.Aそう思う

ロD.そう恩わない

全体

10回以上

5-9回

1-4回

参加したことが

ない

問

8

①

研
修
会
等
へ
の
参
加
回
数

。

10四

間8-①(研修会等への参加回数)との関係では〔図 39-5J、研修会等への参加回数が5回以上の人では、約

半数が、身元調査を行うことついてrD.そう尉コない」と回答しているのに対し、参加回数が4回以下の人では、

rD.そう恩わない』と回答したのは3割弱となっている。

901> 80~ 7叫60~ 50包40混30完200 10% 叫
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身元調査について一子どもが結婚するとき

問12ベID部落差別に関する見聞きーその時の対応

と閑39ベD〔隠 39-6)

の関係

身元調査について 子どもが結婚するとき問39 ①

.cどちらかといえばそう思わない

ロ無回客

ロBどちらかといえばそう思う

.E どちらともいえない

.Aそう思う

ロDそう思わない

。

。
0.0 

。。

0.0 

全体

その他

差別に気づき、

間違っていることを説明した

差別に気づいたが、

Eこに対して雷えばいい四か

わからな泊町たため、怖もできなかった

差別に気づいたが、

当人の問題であると思い、

そのままにした

そ町時は差別と意識せず、

見過ごした

1.8 
量訪問に気づき、

間違いを説明したかったが、

できなかった

問
ロ
|
③

部
蒋
差
別
に
関
す
る
見
聞
き
ー
そ
の
時
の
対
応

10師

間12-③(部落差別に関する見聞き その時の対応)との関係では〔図 39-6)、「差別に気づき、間違っている

ことを説明したJ人では、身元調査を行うことについてrD.そう息わないJと回答した人が、 47.9%と高い割合とな

90・‘80~‘ 4m‘ 20略10% 。%
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身元調査について一子どもが結婚するとき

開 13 結婚問題に対するあなたの対応

と問39ベD[図 39-7)

の関係

身元調査について一子どもが結婚するとき間39ー①

.C.どちらかといえばそう恩わないCBどちらかといえばそう思う.A.そう思う

ロ無図書• E.どちらともいえないロD.そう駒コない

全体

自分は反対であり、

絶対に結婚は留めない

わからない

その他

自分としては反対だが、

子の意思が強ければ仕方がない

同和地区出身白人

であるかな炉かに関係なく、

子の意思を尊重する

自分としては

ややこだわりがある師、

子由意思を尊重する

自分としては反対しないが.

家族や親せきの反対があれば、

結婚は認めない

間

13 

結
婚
問
題
に
対
す
る
あ
な
た
の
対
応

。

(_) 

10冊

問 13(結婚問題に対するあなたの対応)との関係でみると〔図 39-7)、fI司和地区出身の人であるかないかに

関係なく、子の意思を尊重するJと回答した人では、身元調査に否定的な意見<rc.どちらかといえばそう恩わな

いJ、rD.そう恩わないJ)が63.4%と高くなっている。
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ーーーーーーーーーーーーーーーーー四ーーーーーーー田ーーーーー
問39-②(身元調査の肯定理由一子どもが結婚するとき)

問 3叩で「そう思う

由について、あなたの考えに近いものはどれですか。 (0は1つだけ)

無回答.2.9%A.世間一般に
行われているから.6.9%

D .. その他.3日

ーーーーーーーーーーーーーー四ーーーーーーーーーーーーーー回目
-身元調査を行うことはやむを得ないと思うかについてrA.そう思う』またはreどちらかといえばそう思う』と回

答した理由Iま、 rs.子どもの将来に重要な関連があるから」が 46.1%、rc.砲手を信用する根拠となるから」が

40.8%、rA.世間一般に行われているから』が 6.9%となっている.

【参 考】 ※世間文、遺択肢の文書の一部が前回に比べて異なっているため、参考としてご参照ください。

前回調査(H23島取県人権意蟻醐査}

問32ベil問 32ベDで「そう思う』又は「どちらかといえばそう思う』と答えた方におたずねします.その理由について、あなた

の考えに近いものはどれですか。 (0は1つだけ)

D.その他.4.5%

問32ー①で『そう思うJまたは『どちらかといえばそう思う」と回答した理由について、 rA世間一般に行われているから』が 11.5%、

rB.子どもの将来に重要な関連があるから」が40.0%、rc.相手を信用する根拠となるからJが42.0%となっている.
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〔図39-9) 問 39ベ~身元調査の肯定理由一子どもが結婚するとき と 年齢の関係

。%

回A世間一般に行われているから

聞C相手を信用する根拠となるから

ロ無回答

10% 20% 30% 40% 50% 

ロB.子どもの将来に重要な関連があるから

ロDその他

60% 70% 80% 90% 100% 

年齢別でみると〔図 39-9)、50歳代以下ではrB.子どもの将来に重要な関連があるから」が最も高く、 60歳代

以上Jではrc.相手を信用する根拠となるから」が最も高い。

また、 70歳代、 80歳以上ではrA.世間一般に行われているから」が他の年代より高い。
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【性別・年齢との関係】

[図 39-8】 悶 39-②身元調査の肯定理由一子どもが結婚するとき と 性別の関係

全体

男性

女性

。%

.A.世間一般に行われているから

・c相手を信用する根拠となるから

ロ無回答

10% 20% 30% . 40% 50% 

ロB.子ともの将来に重要な関連があるから

ロDーその他

60% 70% 80% 901陥 100% 

性別でみると〔図 39-8)、男性ではrB.子どもの将来に重要な関連があるからJ(49.0%)が最も高く、女性では

rC.相手を信用する根拠となるからJ(43.5%)が最も高い。
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ーーーーーー ー ー ー 回 目 ー ー ーーーー四ーーーーーーーーーーーーー

問 40(インターネット上における人権に関する問題)

インヲーネット上における人権に関することで、あなたが特に問題があると思われるのはどのようなこ

とですか。 (0は3つ以内)

A無断で他人のプライバシ』に
42.8~ 

関することが掲載される

B他人を誹誇中傷する表事部掲載さ同

c.出会い系サイトなど

犯罪を誘発する場となっている

D子どもたちの聞で、インターネットや

0; 
無料通話アプリ等を利用したいじめがある

。

E個人情報の流出等の問題が多く発生している

F.わいせつ函像や残虐な画像など、

有害な情報が掲載される

G差別を助長する表現が掲載される

H.特に問題だと思うことはない

Iわからない

Jその他

無回答

ー田ーーーー自由ーーーーーーーーーーーーーーー------ーー

圃インターネット上における人権に関することで問題があると思うことは、rA無断で他人のプライバシーに関す

ることが掲載されるJ(42.8%)が最も高〈、次いで、 rB他人を器2豊中傷する表混が掲蔵されるJ(40.8%)となっ

ている。さらに、 rc.出会い系サイトなど犯罪を誘発する場となっているJ(28.6%)、ro.子どもたちの聞で、イン

ターネットや無料通話アブリ等を利用したいじめがあるJ(27.0%)、rE.個人情報の流出等の問題が多〈発生し

ているJ(26.1%)と続いている.

業前回調査なし
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【性別・年齢との関係】

[図40-1) 問40 インターネット上における人権に関する問題 と 性別の関係

A.無断で他人のプライパ、ンーに

関することが掲載される

B.他人を誹詩中傷する表現が掲載される

C.出会い系サイトなど

犯罪を誘発する場となっている

D.子どもたちの聞で、インターネットや

無料通話7プリ等を利用したいじめがある

E個人情報の流出等の問題が多く発生している

F.わいせつ画像や残虐な画像など、

有害な情報が掲載される

G差別を助長する表現が掲載される

H.特に問題だと思うことはない

1.わからない

J.その他

無回答

44.9% 

性別でみると〔図 40-1]、 fG.差別を助長する表現が掲載される」では、男性の方が大幅に高くなっている。

fC.出会い系サイトなど犯罪を誘発する場となっているJ、fD.子どもたちの聞で、インターネットや無料通話

アプリ等を利用したいじめがあるj、fF.わいせつ画像や残虐な画像など、有害な情報が掲載されるJでは、女性

の方が大幅に高くなっている。
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〔闘40-2) 問40 インターネット上における人権に関する問題 と 年齢

16.......19. 

20.......29. 

30-39. 

40-49. 

50-59. 

60-69. 

70-19歳

808-

16-19. 

20-29. 

30-39. 

40-49. 

50-59. 

60-69. 

70-79. 

BO旗 ~

16-19. 

20-29. 

30-39. 

40-錦織

50-591・
60-69. 

70-19. 

80歳 ~

A無断で他人のプライパンーに

闘すE とが掲檎される

E網人情'慢の涜出俸の問題が

多〈発生している

1."か"'"、

7 

B.I也人を鉾暢中傷する

表現が掲観される

Fわいせつ蘭像や残虐制高像など.

有害な情報が縄砲される

19“ 
13.7'‘ 
15.9‘ 
17.4'冒

12.6'‘ 
13.9‘ 

。α弘
1.4‘ 
l'弘

0." 

0."‘ 
I.m‘ 
1.9‘ 
1.1'‘ 

J •. その他

「

C幽会い系サイトなど

犯罪を誠亮する=ーとなっている

G盤別を助畏する表現..樋・される

17τ一一寸
21.9'‘・

.田.
。。‘

1.41‘ 
2.&‘ 
1.1‘ 

8.71‘ 
8訓

の関係

D子どむたちの問で、

インターネクトや鰭将通信アプ9籍金

利用したいじめがある

一' 

。。‘

2.7‘ 
。。‘
.. 事

"‘ 
2.1' 

"泊
。。‘

年齢別でみると〔図 40-2) 、 16~19 歳、 20 歳代、 50 歳代、 60 歳代、 70 歳代では、 rA.無断で他人のプライパ

シーに関することが掲載されるJが最も高い。

30歳代(57.6%)、40歳代(59.5%)では、 rB.他人を誹務中傷する表現が掲載される」が最も高くなっている。

同時にrD.子どもたちの聞で、インタ}ネットや無料通話アプリ等を利用したいじめがあるJ(30歳代40.4%、 40

歳代42.1%)も他の年代よりも高くなっている。

n.わからないjは年代が上がるほど高い傾向にあり、 80歳代では4劃を超えている。
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問41(インターネット上の人権侵害を解決するために必要な取組み)

あなたは、インターネット上の人権侵害を解決するためには、特にどのようなことが必要だと思います E

か。 (01ま3つ以肉)

A違法な情報発信に対する

監視・取締りを強化する

B.学校での子どもに対する情報モラル教脊や

保護者への啓発などを充実する

Cインターヰット上での人権侵害に対して

措置ができるように法棒を整備する

D.インターヰット利用者キプロパイダ

(インターネット接続事業者)等に対して

個人のプライパシーや名誉に関するEしい
理解を深めるための啓発・広報を推進する

E目プロパイダ等に対し、情報の

公開停止・削除を求める

Fインターネットにより人権侵害を受けた

人のための相談体制を充実する

G企業等が個人情報保護法を正しく

理解し、適切な安全対策をする

H特に必要ない

I.わからない

J.その他

無回答

ーーーーー----ーーー回目ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 四 ー ー ー ーー

-インターネット上の人権侵害の解決するために必要と思う取組I主、 rA.違法な情報発信に対する監視・取締

りを強化するJ(36.4%)が最も高〈、次いで、rs.学校での子どもに対する情報モラル教育や保護者への瞥発な

どを充実するJ(33.6%)、rc.インターネット上での人権侵害に対して措置ができるように法律を整備する』

(31.0%)となっている。
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【参 考】 ※設問文、選択肢の文言の一部が前回に比べて異なっているため、参考としてご参照ください。

前回翻査(H23鳥取県人権意織調査)

問 33 あなたは、イン9ーネットによる人権侵害を解決するためにどのようなことが必要だと思いますか。次の中からあ

なたの考えに近いものをお答えください。 (0は3つ以内)

A他人を誹誘中傷する表現や差別発言・落書きに

対する罰則規定を設け、監視・取締りを強化する

Bプロパイダーに対し人権侵害とJ恩われる

情報の公開停止・削除を求める

C.インターネット利用者やプロパイダー(接続業者)等に

対して、個人のプライパシーや名誉に関する正しい
理解を深めるための教育・啓発広報活動を推進する

Dインターネットにより人権侵害を受けた人

のための人権相談や電話相談を充実する

E.特にない

Fわからない

G.その他

無回答

イン事ーネットによる人権侵害を解決するために必要と思うものは、 fA.他人を誹説中傷する表現や差別発言・落書きに対する

罰則規定を設け、監視・取締りを強化するJ(56.0紛、 fB.プロパイダーに対し人権侵害と思われる情報の公開停止・削除を求める』

(54.3紛が高〈なっている。
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【性別・年齢との関係】

E図41-1) 問41 インターネット土の人権侵害を解決するために必要な取組み と 性~IJ の関係

A違法な情報発信に対する

監視・取締りを強化する

B学校での子どもに対する情報モラル教脊や

保護者への啓発などを充実する

C.インターネット上での人権侵害に対して

措置ができるように法律を準備する

D.インターネット利用者やプロパイダ

(インターネット握搬事業者)等に対して

個人のプライパシーや名誉に関する:iEL-い
理解を深めるための啓発・広報を推進する

EプロバイF等に対し、情報の

公開停止・削除を求める

Fインターキットにより人権侵害を受けた

人のための相談体制を充実する

G.企業等が個人情報保護法を正しく

理解し、適切な安全対策をすE

H.特に必要ない

Iわからない

Jその他

無回答
5.0% I 

6.2% ! 

-男性

園女性

性別でみると[図 41-1)、rE.プロパイダ等に対し、情報の公開停止・削除を求める」では、男性の方が大幅に

高くなっている。

rc.インターネット上での人権侵害に対して措置ができるように法律を整備するjでは、女性の方が大幅に高

くなっている。
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